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 開  会  

 委 員 長  おはようございます。 

 本日の出席委員は１４人につき定足数に達しております。 

 これから、本日の会議を開きます。 

（１０：００） 

 委 員 長  決算審査特別委員会を昨日に引き続き行います。 

 昨日の決算資料説明の件で、環境防災課長から発言の申し出があっていますので、

これを許可します。 

 環境防災課長 

環境防災課長  おはようございます。 

 昨日の決算特別委員会の中で回答いたしました成果と課題について、２件回答に誤

りがございましたので、訂正させていただきます。 

 まず１点目は、河内委員からご質問がありました、自主防災組織の補助金が、令和

２年度は１０万円だったのに対し、令和３年度は１団体３万５,０００円となってい

るが、補助内容はどうなっているのかに対しまして、１団体あたり事業にかかった費

用の上限１０万円で、それ以外は全額というふうに回答しておりましたが、正しくは

１団体あたり、事業にかかった費用の４分の３以内で上限１０万円とし、予算の範囲

内での補助を行っておりましたので、訂正させていただきます。 

 ２点目は、柳委員からご質問のありました、河川等水質検査事業において検査結果

を区長へ公表しているのかのご質問に対しまして、区長へは公表していないと回答し

ておりましたが、正しくは、河川はしておりませんが、地下水検査については調査地

区の区長へは検査結果を通知しております。 

 以上、訂正し、おわび申し上げます。 

 委 員 長  それでは、福祉課の説明を求めます。 

 福祉課長 

 福祉課長  おはようございます。 

 福祉課です。よろしくお願いいたします。 

 まず、決算書８１ページをお願いいたします。 

 ２款１項３８目総務管理費新型コロナウイルス地方創生費でございます。１０節需

用費、消耗品費、そのうち３万８,０００円余につきましては、常設サロンひなたぼっ

この感染防止パネル、続きまして、１７節備品購入費１１５万８,０００円余につき

ましては、交付金を活用し、緊急通報装置の携帯ペンダント器具を購入したものでご

ざいます。 

 続きまして、９５ページをお願いいたします。 

 ３款１項１目社会福祉総務費でございます。社会福祉総務費のうち福祉課所管の予

算現額は４,８０５万１,０００円、支出済額は４,１０４万３,０００円余となってお

ります。 

 主な支出は、健康福祉館の管理に要する各種委託費、社会福祉協議会、保護司会、

遺族会などの１７団体・法人等への補助金、負担金でございます。内訳は９８ページ

及び１００ページの備考欄のとおりでございますので、ご確認をお願いします。 

 次に、１０３ページ、３款１項５目老人福祉費でございます。老人福祉費のうち福

祉課所管の予算現額は４億８,８１２万４,０００円、支出済額は４億６,８６５万６,

０００円余となっております。 

 主な支出は、１節報酬につきましては、ケアマネジャー、保健師、社会福祉士等、

会計年度任用職員の報酬、または、老人保護措置に係る入所判定委員及び地域ケア会

議委員の報酬でございます。 
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 ７節報償費は、長寿慶祝事業、訪問サービス、認知症教室、介護予防教室、介護予

防サポーターへの謝金等でございます。 

 １０５ページをご覧ください。 

 １２節委託料は１０６ページの備考欄の内訳のとおりで、その主な内容は、昨年同

様でございますが、前年比７.５％増となっており、その主な要因としましては、コロ

ナ緊急事態宣言による感染拡大防止のため、令和２年度、やむを得ず事業中止として

いたものが、３年度におきましては、感染対策を行い、徐々に事業再開したことによ

るものでございます。 

 １８節負担金補助金及び交付金は、介護保険広域連合負担金、シルバー人材センタ

ー補助金、シニアクラブ補助金など、１０６ページの備考欄のとおりでございます。 

 次に、３款１項６目障害福祉費でございます。予算現額は８億４,１３６万８,００

０円、支出済額は８億１,１３５万４,０００円余となっております。 

 主なものは、１０７ページ、１８節負担金補助金及び交付金の地域活動支援センタ

ー機能強化補助金及び基幹相談支援センター等機能強化事業、そして、障害福祉費支

出の約９６％を占めます１９節の扶助費７億７,８３５万円余でございます。なお、

扶助費は昨年から３,８８７万６,０００円余の増となっております。 

 次に、決算書１０９ページ、３款１項９目めくばり館費でございます。予算現額９

８２万円、支出済額は９５７万円余となっております。支出は、例年と同じく、建物

修繕費用や燃料費、警備委託や設備機械、消防設備等の保守点検費用、シルバー人材

センターへの管理委託料などがございます。 

 次に、１１１ページ、３款１項１０目そったく基金事業費でございます。予算現額

５２３万７,０００円で、支出済額は２４０万８,０００円余となっておるところで

す。 

 以上が令和３年度決算の概要でございます。 

 続きまして、決算に係る主要施策の成果及び将来の課題の説明に移ります。 

 決算審査特別委員会資料の１０９ページをお願いします。 

 初めに、生活福祉係の担当分でございます。この１０９ページから１１０ページま

での各施策は、障害者総合支援法に基づく自立支援給付や、児童福祉法に規定する障

がい児の生活支援等の施策として実施した事業等を記載したものでございます。 

 １０９ページをお願いいたします。 

 １枠目、障害者自立支援医療事業は、更生医療、育成医療、療養介護医療、精神通

院の４事業分で、施策の内容や成果、将来の課題等は記載のとおりでございます。 

 令和３年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、国の制度一部改正により

有効期間延長の特例措置が取られましたが、令和３年度はその特例措置が終了し、申

請件数が増加しております。 

 次の障害者補装具給付事業は、障がい者・障がい児の補装具の給付あるいは修理等

でございます。これは、装具等により身体機能を補い、日常生活の向上や仕事などの

能率向上等を図ることを目的として、車椅子、上下肢装具、補聴器などを給付または

修理したものでございます。措置成果等は記載のとおりでございます。 

 次の障害者自立支援給付事業、障害児通所支援事業等の給付事業は、障がい者・障

がい児の日常生活の向上と自立を支えるための事業として実施しております。具体的

には、成果課題等につきましては記載のとおりでございます。 

 １１０ページ、１枠目、障害者地域生活支援事業の施策の方向と具体的措置は、そ

れぞれの欄①から⑧の記載のとおりでございます。この事業成果と将来の課題につい

ても、資料でご確認のほどよろしくお願いいたします。 

 ここまでが、障害者総合支援法や児童福祉法に基づく、障がい者・障がい児への施
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策でございます。扶助費額は、決算書で説明いたしましたとおり、前年比でいきます

と約３,８８７万円増となっております。今後の課題見通しとしては、一層のサービ

スの増加と、それに伴う事務と費用の増加が見込まれております。 

 ２枠目、福祉タクシー料金助成事業につきましては、在宅の障がい者に外出支援、

社会参加等を目的として、月４枚を基準に、タクシー初乗り料金の補助を町の単独事

業として実施いたしました。また、令和元年度からは、人工透析を受けてある方につ

きましては、月６枚として実施しておるところです。さらに、令和３年度、昨年度は、

コロナワクチン接種１回につき２枚を追加交付いたしております。 

 次の民生委員・児童委員協議会事務及び活動支援につきましては、施策成果等の記

載のとおりでございます。民生委員の円滑な活動や負担軽減のため、事務局の役割を

担っている福祉課の支援、協力が継続して必要と考えております。また、本年１１月

をもって、現在の民生委員・児童委員さんは任期満了となります。全国的に担い手不

足で多くの欠員が発生している中、筑前町の次期委員につきましては、各地区区長さ

んはじめ皆さんのご努力により、全地区から欠員なく全員の推薦、選出をいただきま

した。感謝を申し上げます。 

 １１１ページ、小児・ＡＹＡ世代がん患者在宅療養生活支援事業については記載の

とおりで、広報等周知を行っておりますが、令和３年度につきましては申請はござい

ませんでした。今後も申請対象者が出たときに円滑に対処できるよう、事業の継続を

予定しております。 

 次に、高齢者福祉の担当分でございます。２枠目、福岡県介護保険広域連合につき

ましては記載のとおりでございます。将来の課題につきましては、高齢者の人口増加

に伴い、現状でも介護相談や介護認定申請等、ほぼ毎日複数あっておりまして、これ

らの対応業務が増加することは避けられないため、しっかりした体制確保と継続が必

要と考えております。 

 次に、一般介護予防事業でございます。一般介護予防事業は、要介護になることの

予防や、進行を防止するために実施した事業でございます。スイッチオン教室、常設

サロンひなたぼっこ、いきいきサロン、介護予防サポーター講座、脳若トレーニング

教室などを実施いたしました。将来の課題も記載のとおりでございますが、事業につ

きましては継続して推進してまいります。 

 次の社会福祉協議会助成事業、在宅介護支援センター運営業務、敬老館運営業務に

つきましては、記載のとおりでございます。 

 次に、地域支援事業の任意事業でございます。配食サービスの施策の方向や具体的

措置等は記載のとおりでございます。配食サービス、認知症サポーター養成事業、成

年後見支援に取り組んでおります。 

 柳委員から事前質疑がありました、成年後見利用支援補助金の使用状況及び成年後

見人に司法書士等が選任され、かなりの利用負担となっている現状があるといった件

でございます。 

 これにつきまして回答いたしますと、昨年度、成年後見利用支援補助金は、高齢者

の方が２名、障がい者の方が１名、合計３名の方にご利用いただいております。国の

制度や財源措置等を考慮し、町では低所得者である生活保護者等に対して、成年後見

人の報酬と成年後見に係る費用の補助を実施しております。これは、成年後見人の支

援がどうしても必要な方であっても、生活保護等の方につきましては、その支援に係

る費用が支払えない場合があるため、利用に支障がないよう、その費用を町で助成し

ているものでございます。 

 次に、成年後見人の報酬がかなり高いという実態があるということでございます

が、成年後見報酬額を決定しております裁判所へ確認をうちのほうでいたしましたと
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ころ、被後見人の資力やその他の事情によって後見人の報酬は決定され、被後見人の

財産の中から支援者であります後見人に支払うこととなっているということです。成

年後見人が通常の後見業務を行った場合の報酬の目安でございますが、月額２万円と

いうところでありまして、預貯金等の財産の多い被後見人の方の場合は、その財産額

によって、３万円から６万円加算される場合があるとのことでした。 

 以上、裁判所から聞き取った内容からしますと、成年後見報酬は、月額２万円から、

預貯金等の財産等のある被後見人の方につきましては８万円程度になることもある

かと思います。これは、被後見人が成年後見制度の利用を躊躇される１つの要因とも

考えられ、今後の国の制度やその財源措置等を再度確認し、会計機関とも協議しなが

ら、町としてできる支援を検討したいと考えておるところです。 

 次に行きます。次のシニアクラブ助成事業でございます。将来の課題として、町シ

ニアクラブ連合会からの脱会や地域単位クラブの休会が増える傾向にあることから、

継続して、町シニアクラブ連合会本部にも、運営の検討など町としてお願いするとと

もに、社協とも連携し、シニアクラブの事務軽減及び活性化を図っているところでご

ざいます。今後も継続して実施したいと思っております。 

 １１２ページをお願いします。 

 介護用品給付事業は、在宅介護者の支援として紙おむつ等の給付を行ったもので、

今後も継続して予定はしておりますが、限りあるそったく基金を活用させていただい

ているため、今後、他市町村の状況あるいは国の財源措置等を見極めながら事業内容

の見直しを考えているところです。 

 次のコスモスプラザ食堂と老人保護措置につきましては、記載のとおりでございま

す。 

 河内委員から事前質問のあった、コスモスプラザ食堂を廃止したのはいつかという

件でございます。３月議会の当初予算の審査特別委員会でも若干説明させていただい

ておりましたけども、コスモスプラザ食堂につきましては福祉課で廃止したわけでは

ございませんで、４月から、これまでの課題等を解決するためコスモスプラザ食堂の

運営方法を見直し、具体的には、配食サービスの日替わり弁当を提供し、利用者の食

の確保を行っておりますので、いろいろご不自由をかけている面もあるかと思います

が、ご理解のほどよろしくお願いしたいと思います。 

 次に、筑前町シルバー人材センターの運営事業です。シルバー人材センターにつき

ましては、高齢者の簡易な就労の場の提供や、生きがいづくりと社会的な機能に対し、

健全かつ適正な運営の確保を支援する目的と、国の補助金の目的額を参酌し、町とし

て補助を実施いたしております。 

 次のめくばり館管理運営事業、ひとり暮らし高齢者等見守りネットワーク推進補助

事業、高齢者等見守り・生活支援システム事業は、記載のとおりでございます。 

 １１３ページ、健康福祉館管理業務、２枠目の援護関係事務につきましても記載の

とおりでございます。資料でご確認をお願いしたいと思います。 

 次の高齢者虐待防止等緊急支援業務は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対す

る支援等に関する法律に基づきまして実施したもので、高齢者を虐待という権利侵害

から守り、尊厳を保持しながら安定した生活を送ることができるように支援しており

ます。 

 次に、避難行動要支援者名簿整備事業は、災害時に避難に支援が必要な方等の緊急

連絡先等の情報を記載した台帳を整備し、本人同意の下、関係機関で情報共有するも

のです。福祉課においては、通常時、民生委員さんの見守り活動等にご活用いただい

ているところでございます。 

 次の介護予防・日常生活支援サービス事業は、軽度な支援が必要な高齢者に対し、
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生活援助等の訪問サービス、保健・医療専門職による短期間の訪問型通所サービスを

実施いたしております。 

 次に、１１４ページをお願いします。ここからは地域包括支援係業務でございます。 

 包括的支援事業は、主要施策の方向に記載のとおり、大きく８つの事業での構成と

なっております。 

 ⑥在宅医療介護連携推進事業は、高齢者が住み慣れた地域で必要な医療介護サービ

スを利用しながら自分らしい暮らしを続けることができるよう、在宅医療と介護を一

体的に提供するために必要な支援を行う事業でございます。朝倉市・東峰村と共同で

費用を負担し、朝倉医師会に委託いたしまして、支援等の検討会や研修あるいは出前

講座等を実施しておるところです。 

 ⑦認知症総合支援事業のうち認知症初期集中支援事業は、認知症になっても本人の

意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けることができる

よう、認知症の人やその家族に早期に関わり、早期診断、早期対応に向けた支援体制

を構築するものでございます。認知症初期集中支援チームを朝倉記念病院に委託しま

して、相談、対応、訪問、普及啓発活動を実施しておるところです。 

 ⑧生活支援体制整備事業は、高齢化が進行する中、自分の老後や地域の未来につい

て、住民が主体となり助け合いの活動を進めるべく、生活支援コーディネーターを町

として配置しております。地域住民や介護関係者のネットワークや既存の取り組み、

組織を活用しながら、地域資源開発、関係者のネットワーク化、地域の支援サービス

とサービス提供主体のマッチング等のコーディネート業務を実施することにより、地

域における生活支援、介護予防サービスの提供体制の整備に向けた取り組みを推進す

るもので、生活支援コーディネーター業務を社会福祉協議会に委託して実施しておる

ところでございます。 

 また、令和元年度からは、さらに地域アドバイザー事業を福祉専門業者に委託し、

地域の集いの場などの事業運営を円滑に実施できるよう、相談に対しアドバイス等の

支援を行っておるところです。 

 ①から⑧の具体的措置とその成果も記載のとおりの内容で、ご確認いただきたいと

思います。 

 次の指定介護予防支援事業は、介護認定結果が要支援の方に対するケアプランを作

成し、要介護状態への進行を予防、あるいは緩やかにし、在宅での生活を長く送って

いただくために実施したものでございます。 

 この事業と、さきの包括支援事業につきましては、高齢者の増加に合わせて、各種

相談に対する支援や虐待に対する調査や保護など、困難案件等が増加しております。

また、高齢者数も今後一層増加が見込まれ、これに対する施策の展開のために、国の

動向を注視しておるところでございます。 

 最後の地域福祉計画策定業務については記載のとおりでございます。 

 以上で、福祉課の決算と主要施策等の説明を終わります。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

 河内委員 

 河内委員  資料の１０９ページ、障害者自立支援医療事業でお尋ねします。 

 精神の場合、通院しか補助がないので、入院したときは３割負担で非常に負担が重

いんですが、入院も助成するというふうな方向には行かないんでしょうか。 

 委 員 長  福祉課長 

 福祉課長  お答えいたします。 

 今、委員ご指摘のとおり、精神につきましては大変増加しておりますけども、通院

に関しましては、今おっしゃいますように自立支援医療の精神通院という制度がござ
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いまして、負担が１割あるいはそれ以内に上限額が設定され、軽減が図られておりま

す。一方で入院につきましては、現在国の制度もいろいろたどりましたけども、そう

いう相談もありますのでたどりましたが、現行においては、生活保護者でないと医療

の軽減はないという現状でございます。 

 今後も、その辺り、県を通じて国に要望するなり現状を伝えてまいりたいと思って

おります。 

 以上でございます。 

 委 員 長  石橋委員 

 石橋委員  １１４ページで、認知症カフェの件でちょっとお聞きいたします。 

 今、町に２か所、さくらかふぇさんとぴーすふるカフェさんという認知症カフェが

ありますけれども、今利用者数が、この書類では１３回で延べ１０５人の方が参加し

ているということですが、これはコロナの影響もあると思うんですけども、基本的に

毎月開催されるのか、それと、利用された方の利用してよかったとかそういう意見と

かを聞いていらっしゃるか、ちょっとお尋ねいたします。 

 うちの近所にも認知症の方がいらっしゃるんですけれども、家族の方が外に出ない

ようにというご家庭もあるんですよね。町でこういうものがあっていることを分かっ

てもらうためにも、利用者さんの声を聞きたいと思いますので、お願いいたします。 

 委 員 長  福祉課長 

 福祉課長  お答えいたします。 

 まず、月何回行われているかというご質問ですが、大体月１回です。コロナ等で状

況は変わりますけども、月１回です。サロンによっても違いますけども、５人から１

０人ほどのご利用があっております。 

 それと、お声ということでございますが、この認知症サロンにつきましては、本人

だけじゃなくて家族も一緒に利用できます。本人より、むしろ家族のほうが認知症対

応についてはいろんな困ったことを抱えて悩んであることも多いと伺っております。

そういったものも別個に支援しておりますが、このサロンにおいては、そういう本人

さん、あるいはご家族が一緒に利用することによって、家族同士の情報交換といいま

すか、認知症に対する理解という部分での情報交換もできて、ご家族も利用できると

いう意味では、非常に助かっているというお声をいただいております。利用者数から

しても、現状維持になっておりますし、今後いろいろ呼びかけて増えていけばいいか

なと思っております。 

 それと、認知症サロンで言いますと、ＪＡの直売所でありましたトマトの跡地を利

用してさらに認知症サロンが始まっております。これにつきましては先駆的な取り組

みということで新聞等にも出ておりご存じかと思います。担い手がいなくて規模縮小

している事業もございますが、新たにいろんな思いの中で実施していただいている動

きもあることをご報告させていただきます。 

 以上です。 

 委 員 長  木村博文委員 

木村博文委員  資料の１１１ページ、一番下の段のシニアクラブ助成事業についてお尋ねします。 

 毎年、シニアクラブの会員数が減っておりますが、大体４、５年見たところ１割前

後減っておりました。それが今回は４％の減ということで、ちょっと緩やかになって

いる気がするんですけども、なかなか実数として、コロナで開催できてないとか、会

員の登録はあっても実際にはできてないとか、そういうマイナス要因もあって心配す

るところです。負担軽減策とかも取っているということですが、具体的にどういうこ

とをされて、減少を食い止めるためにされていると思うんですが、その具体策をお願

いします。３問ありますので、簡潔にお答えいただけたらと思います。 
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 委 員 長  福祉課長 

 福祉課長  お答えいたします。 

 今、シニアクラブの負担軽減をどうしているかという部分でございます。これに関

しましては、令和２年度、シニアクラブといろいろ協議する中で、役員等の負担ある

いは事務的な負担が重いということで、社協にその事務をお願いしまして、補正等を

議会のほうで承認いただきまして、社協に会計年度任用職員さんなどの事務を担う人

を配置いたしまして実施しておるところでございます。 

 以上です。 

 委 員 長  木村博文委員 

木村博文委員  次の１１２ページの中段のシルバー人材センター運営事業でお尋ねいたします。 

 このシルバー人材センター運営事業につきましては、今議会で請願も出ておりま

す。この運営について、センターのほうも大変苦慮されている部分があると聞きます。

もちろん、これについては補助金を出して、運営自体は事業自体はセンターのほうで

運営していくということで、どこまで町のほうが入っていけるか分かりませんけど

も、これは公益団体であり、地域の高齢者のための取り組みということで、しっかり

とこれからサポートしていってもらわなければならない。６０歳で辞められてまだ働

かれる、働き手の減少ですね。それから、働き手はいても、温暖化で本当に夏の暑い

ときに働いてもらえる方が少ないとか、いろんなマイナス要因が大変多くて、その辺

りを町としてもしっかりとサポートしていただきたいと思うんですが、この辺りをど

う考えてあるかお尋ねいたします。 

 委 員 長  福祉課長 

 福祉課長  お答えいたします。 

 シルバー人材センターにつきましては、町としていろいろ課題があって今、受託に

ついていろいろお仕事の相談があります。その中で、国の指導、法令的に受託できな

いものもありますので、そこはシルバー人材センターで精査しながら受託できるもの

をきちんと行っておるということを、以前ご質問いただいたときにシルバー人材セン

ターに確認させていただいております。 

 一つ、シルバー上、法令上お断りするという形ではなくて、どうしても、シルバー

人材センターが受ける仕事で、できる会員さんがいないという現状もございます。そ

してお断りするということもあるようです。それに関しましては、やはりシルバー人

材センターの会員を増やしていく必要があると思っております。 

 現在、定年延長とかもありまして、会員数が減っている中において、シルバー人材

センターでは、会員を増やして受託できるようにしていこうというご努力をしていた

だいておりまして、防災無線放送等でもシルバー会員募集の説明会を月２回されてい

るという放送が毎回流れております。そういった中で取り組みをされておりますし、

昨年より今年、令和２年度と３年度を比較しまして、会員数も、若干でございますが、

令和２年度１名、令和３年度３名増えているという現状がございます。 

 今後そういった形でご努力を引き続きお願いして、お断りしなくていいようにご努

力をお願いしたいというふうに思っているところです。 

 以上です。 

 委 員 長  木村博文委員 

木村博文委員  先ほどのシルバー人材センター、ぜひ補助金だけでなく、しっかりとそういった運

営についてもサポートしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 最後の１問です。その２段下のひとり暮らし高齢者見守りネットワーク推進補助事

業、これでございます。前もって質問の通告しておけばよかったんですけども、もし

分かればですね。数字の部分ですが、令和２年はひとり暮らしが１,４１９人と、予備
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軍の２人暮らしが１,２４５人と聞いておりました。これの推移が分かれば数字をお

願いします。それで、課題にもありますが、大部分の行政区は補助期間が終了してい

るということだろうと思います。しかし、具体的措置には、補助上限額を設けて支援

したとあります。これはまだ続いているのか、これからも続けていかれるものか。そ

れから人的支援にシフトしていくということも、ここに課題として書いてありますけ

れども、具体的に何をされているか、それをお尋ねいたします。 

人数については分かればでいいです。すいません。 

 委 員 長  福祉課長 

 福祉課長  お答えいたします。 

 高齢者世帯数が１,７６５、令和４年度３月末という数字になっております。今ま

での伸びからいたしますと、令和４年度３月時点の数字からすると、若干緩やかにな

っておるデータが出ておったかと思います。 

 続いて地域における見守りネットワークの補助金についてです。これについては、

従来より補助を行っておりまして、これはあくまで設立当初にかかる費用ということ

で補助を出しておりますので、地区で設立されまして、５か年間を限度に補助を出し

ております。その後、さらに発展的に取り組みを進めたいということで、さらに３年

間、補助を継続して、これはあくまで先進的な取り組み、発展的な取り組みに対して

でございますが、３年間、補助を延長している地区もございます。いずれの補助も、

行政区でいきますと２行政区を除きまして、補助は終了したところでございます。 

 各行政区と地域の見守り取り組み事業について調査をいたしました。これにつきま

しては、当初の形から形態は変えておりますが、地域に応じた見守りの取り組み、例

えば、挨拶活動であったり、区の行事とかにおける見守り確認――ちゃんと皆さん出

席されているか、あの人が来てないよとか、そういった取り組みとか、あるいは広報

配布時に、隣組長さんが応答がないとかそういう取り組み、地域に、区に応じた取り

組みが実施されて、どこの行政区も何らか地域に応じた取り組みを継続して実施して

いるということは、昨年調査して集計したところ分かっております。 

 地域に応じてでございますので、地域でできる範囲の見守り事業でございますの

で、そこは地域の判断かと思っております。継続して続けていただくように、区長会

等でも、各地区での取り組み状況を報告し、発展的な取り組みはできませんかという

投げかけも併せて、よその地区の情報を提供しながら、そういう投げかけも行ってお

るところでございます。 

 地区によっては区長さんも時々代わられますので、役員さんも代わられますので、

状況が分からないのでということで、この見守りネットワーク事業について今やって

いることはこういうことだけども発展的にやっていきたいとか、今までの経過が分か

らんということでうちのほうに相談がある場合もあります。そういった場合につきま

しては、地区に出向いて、一度最初からこの事業の趣旨なりを説明しながら、地区で

必要なことは何ですか、あるいは地区でできることは何ですかという議論をはじめと

してお願いをしておるところでございます。 

 以上です。 

 委 員 長  これで質疑を終わります。 

 以上で福祉課を終わります。 

 続きまして、農林商工課、農業委員会の説明を求めます。 

 農林商工課長 

農林商工課長  おはようございます。 

 それでは、農業委員会事務局、農林商工課の説明をいたします。 

 決算書の７９ページから８４ページでございます。 
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 下段の２款１項３８目新型コロナウイルス地方創生費、支出済額２億６,３４４万

６,３５２円のうちコロナ緊急対策として農林商工課が行った事業に関する費用につ

きましては、４,０１８万７,２９９円でございます。 

 ８１、８２ページをお願いいたします。 

 １４節工事請負費、５,８９１万５００円のうち１,６６７万５００円につきまして

は、公共的空間安全安心確保事業として、みなみの里のトイレ空調の改修や、施設内

動線の改善のため、壁面改修等の工事を実施したものでございます。全てコロナによ

る感染リスクを低減させた費用でございます。 

 １７節の備品購入費のうち、下から７つ目、竹チップ機械でございます。竹林伐採

等環境保全作業におけるコロナ感染防止のため、作業人数等の軽減を行い、３密対策

を講じるため１台購入したものでございます。 

 次に、８３、８４ページをお願いいたします。 

 １８節負担金補助及び交付金でございます。上から２つ目、新型コロナウイルス対

策事業者支援金１,０７７万６,０００円のうち２００万円がみなみの里への事業者

支援金でございます。 

 その２つ下、ちくぜん食の仕送り便事業補助金につきましては、商工会と町の連携

事業で、町のふるさとの味の全国配送料約９００万７,０００円余は、仕送り事業や

広報費等を含めた総事業費として町が補助したものでございます。ちなみに、利用件

数は６,０９４件で、総売上につきましては２,１５０万６,１６２円となっておりま

す。 

 その次、特産品活用支援事業費補助金でございます。この２００万円につきまして

は、昨年に引き続きまして、夜須高原の櫛木、三箇山地区について、ラッキョウを特

産品として生産し、地域振興を目的に機械購入等として、洗浄機、掘り取り機、各１

台などに対する支援事業でございます。 

 次の農業経営収入保険料補助金につきましては、農家負担の保険料の一部助成を国

の補助に上乗せをして行う事業として、自然災害や市場価格の低下など、様々なリス

ク対策として農家経営の安定化等を図っております。 

 次の酒類販売事業者支援事業交付金につきましては、県の緊急事態宣言等により、

飲食店の酒類の提供自粛等による影響が多大であった町内酒類販売者への緊急的な

支援として、休業者に一律、支援金として２０万円を支援したものでございます。 

 次の新型コロナウイルス感染症防止協力飲食店等支援金につきましては、コロナの

影響で営業を自粛して感染防止の協力を行った飲食店４７事業者に対して支援を行

っております。 

 飛びまして、１３３、１３４ページをお願いいたします。 

 ５款１項１目農業委員会費でございます。主なものにつきましては、１節報酬とし

て農業委員１９名の報酬、並びに会計年度任用職員１名の報酬でございます。７節報

償費につきましては、農地あっせん活動の謝金でございます。 

 次に、１３５、１３６ページをお願いいたします。 

 同款同項２目農業総務費でございます。職員人件費等が主でございますので、説明

につきましては割愛をさせていただきたいと思います。 

 続いて、同款同項３目農業振興費でございます。主なものとして、下段の１２節委

託料、農業振興地域整備計画策定業務委託料につきましては、町全体を一本化した計

画を３か年で策定する予定でございます。昨年はその最終年度として素案を作成いた

しました。 

 次に、１３７、１３８ページをお願いいたします。 

 １８節負担金補助及び交付金でございます。主なものとして、３つ飛びまして、経



10 

 

営所得安定対策等直接支払推進事業補助金につきましては、水田協に対する国の推進

事務費でございます。 

 それから２つ飛びまして、水田農業担い手機械導入支援事業補助金につきまして

は、７経営体に対してコンバインやロータリーカルチ等の高性能機械１０台の導入支

援を行ったものでございます。 

 次の水田麦・大豆産地生産性向上事業補助金につきましては、団地化の推進や新た

な営農技術導入等など収量、品質の高位安定化、生産コスト低減など、収益性、生産

性の向上を実現するための事業でございまして、事業の内訳として、水田における麦、

大豆の先進的な営農技術の導入事業で、概要につきましては、弾丸暗渠、土壌診断な

ど数項目ございますけれども、全て全額国費として７,１８９万７,０００円と、それ

からもう１つ、生産性に向けた機械、施設等の導入費、これは国費２分の１の事業に

なりますけれども、１７経営体、４,１９２万２,０００円でございます。 

 次の多面的機能支払交付金につきましては、農地維持に取り組む３６組織、並びに

長寿命化に取り組む２７組織への交付を行ったものでございます。 

 １つ飛びまして、中山間地域等直接支払交付金につきましては、条件的に不利な中、

農業生産活動など多面的機能を確保するために、坂根地区への交付を行ったものでご

ざいます。 

 １つ飛びまして、農業次世代人材投資資金につきましては、新規就農者の生活支援

に資する助成を行ったものでございます。対象は１０経営体おられますが、そのうち

３経営体につきまして、農業所得の給付対象の基準となる額を超えたことによりまし

て、決算額の資金支援につきましては７経営体が対象となっておるところでございま

す。 

 次に、３つ飛びまして、活力のある高収益型園芸産地育成事業補助金につきまして

は、２経営体に対しまして、園芸品目の生産活動に必要な機械や施設の導入支援を行

ったものでございます。 

 次の園芸農業ＤＸ推進事業補助金につきましては、園芸作物の生産振興を図るため

に、輸送の効率化や農業経営安定化を目的に流通加工施設を導入することで、円滑な

出荷体制の構築や生産コストの削減のため、活力のある園芸産地を育成するために、

４経営体に対しまして導入支援を行ったものでございます。 

 次の園芸品目生産緊急支援事業補助金につきましては、コロナの影響で価格低下の

影響を受けた野菜等の園芸品目の再生産に係る農家負担を軽減するために、作付に必

要な育苗費、生産資材費等の一部を支援するもので、令和３年度のみ、県の特例事業

で１０経営体へ支援を行ったところでございます。 

 次の福岡県農業労働力確保緊急対策事業補助金につきましては、令和３年度からの

県事業になります。コロナの影響で帰国困難となりました外国人労働技術実習生の在

留期間を延長するために必要な申請手数料、在留資格変更に伴う掛かり増し賃金を助

成したもので、３経営体、８名分の支援費でございます。 

 次に１つ飛びまして、スマート農業推進強化事業補助金でございます。これは緊急

対策として水田農家の密接回避を図るためのロボット田植機や高性能の農業機械の

導入支援を行ったものでございます。対象は、１１経営体のうち１０経営体は令和２

年度中に導入が完了しておりますが、残り１経営体分で、ここに表記しております明

許繰越の３９３万９,０００円につきましては、時期的なこともあり年度内に機械導

入が間に合わなかったために、令和３年度に繰越しということになっております。 

 続きまして、２２節償還金利子及び割引料でございます。過年度返還金につきまし

ては、多面的機能支払交付金の３組織の令和２年度分の活動実績による返還金でござ

います。計画期間は５年でございますが、単年度の交付決定額の３割を超える場合に
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つきましては返還の対象となりますので、計画の活用ができなかったため返還となっ

ておる状況でございます。 

 続いて、同款同項４目畜産費でございます。決算も１８節が主なものでございます

ので、説明は割愛させていただきたいと思います。 

 続いて、５目農地費でございます。主なものにつきましては、１８節のうち県営暗

渠排水事業負担金につきましては、平成３０年度より５か年計画で始まった水田の排

水対策事業の負担金でございまして、令和４年度が最終年度になっておるところでご

ざいます。 

 １つ飛びまして、国営造成施設管理体制整備促進支援事業補助金につきましては、

両筑土地改良区の施設管理体制の強化でございまして、国と構成自治体で支援をして

いるものでございます。 

 １つ飛びまして、両筑平野用水県営二期事業負担金につきましては、国営事業で整

備した枝線から、引き続き県営事業により枝線の管路あるいはポンプ場の整備などの

施設整備の負担金でございます。 

 次に、１３９、１４０ページをお願いいたします。 

 農業土木費でございます。 

 主なものにつきましては、１２節委託料は令和３年度からの事業で、ため池劣化状

況の調査を行うもので、令和３年度は令和２年度繰り越しによりまして８か所の調査

を行っております。全額国費で、改修履歴等を除き法の執行につきましては令和１２

年度末までございますが、町の計画につきましては、令和３年度から令和８年度で、

全６８か所のうち７か所につきましては、既に改修工事が終了しているため池を除き

まして残り６１か所につきまして、毎年予算の範囲内で年間１０か所前後の調査を行

う予定にしております。調査結果につきましては、既に地元のほうに報告しておりま

すが、特に悪い状態ではなく、今後は維持管理による経過観察というふうな結果にな

っておる状況でございます。 

 １４節工事請負費につきましては、坂根地区１件の農道舗装工事と、緊急土木工事

費につきましては、災害浸水対策として、折口川の井堰の撤去工事をはじめ、水路工

事等８か所の工事を行ったものでございます。 

 １８節負担金補助及び交付金、農業土木整備補助金につきましては、１０か所の地

元施工型の工事費用の７割を町が支援したものでございます。 

 続いて、同款２項１目林業総務費でございます。支出済額が６万８,０００円余で

ございますが、説明につきましては割愛をさせていただきたいと思います。 

 続いて、２目林業振興費でございます。主なものにつきましては、１２節荒廃森林

整備事業施業委託料につきましては、特定調査３０.３５ヘクタールや強度間伐など

の委託分でございます。次の森林経営管理制度支援業務委託料につきましては、森林

施業プランナーとして資格を有し、森林の客観的な生産林、環境林の判別ができ、町

の森林整備経営計画策定に向けた専門人材の起用でございまして、町の森林整備に関

する推進支援を担っていただきながら、森林経営管理法５条に基づく意向調査の優先

順位を決定するための業務と併せまして、県が保有しております森林情報を基礎とし

てクラウド管理システムを導入しておりますので、本業務での成果物を同システムに

反映し、意向調査の優先順位を図面で把握できる業務として委託したものでございま

す。 

 続きまして、６款１項１目商工総務費でございます。主なものにつきましては、１

４１、１４２ページでございます。 

 １８節負担金補助及び交付金のうち、商工業振興対策補助金につきましては、プレ

ミアム商品券に関する事業で、事業主体は商工会で、商品券プレミアム分２０％のう
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ち各１０％を町と県が補助したものでございます。 

 次の筑前町商工会補助金につきましては、町内商工業の振興対策に係る商工会への

運営助成でございます。 

 次の中小企業貸付金利子補給は４４件分でございます。 

 続いて、５目消費者行政推進費でございます。主なものは１２節の消費者生活セン

ターの相談員委託料が主なものでございます。 

 以上で決算書の説明を終わります。 

 続きまして、資料の成果と課題、１１５ページをお願いいたします。 

 まず、ここでおわびと訂正をお願いいたします。１１６ページの下から２番目、環

境保全型農業直接支援事業の具体的措置に記載しております上段のカバークロップ、

それから一番下の堆肥の施用の分が括弧が「０ａ」というふうになっておりますので、

この分につきましては削除をお願いいたします。大変申し訳ありませんが、よろしく

お願いいたします。 

 それでは、説明をいたします。 

 項目につきましては、先ほど説明させていただきました決算の内容等を詳細に記載

しております。重複する内容が多々ございますので、主な事業のみ説明をさせていた

だきたいというふうに考えております。 

 まず１１５ページの農業委員会でございます。 

 農業委員会組織運営におきましては、毎月の定例総会を開催しまして、円滑な農業

委員会の運営を図っております。以下、最後の段までが農業委員会の業務の記載でご

ざいまして、農地の権利移動の関係である農地法第３条、農地転用である農地法第４

条、５条の調査・許認可業務や遊休荒廃農地防止のための農地パトロールの開催、農

業生産法人の適正な経営管理や確認、農地の権利移動等の迅速なデータ更新による農

地基本台帳の整備、それから農地経営基盤強化促進による賃貸借、使用対策などの利

用権設定事務等を適正に行ったところでございます。この中で違反転用の事案につき

ましては、早期発見、早期対応が肝要でありまして、パトロールに力を入れてまいり

たいというふうに考えております。 

 次に、１１６ページをお願いいたします。 

 農林振興係でございます。新規就農者推進事業につきましては、農業次世代人材投

資資金を活用しまして、就農後の経営不安定な時期に生活支援の資金援助を行いまし

た。対象は継続１１人と新規１名、合わせて１２名でございまして、今後も新規就農

支援や経営安定が維持できるよう、関係機関と連携しまして取り組んでまいりたいと

いうふうに考えております。 

 次に、多面的機能支払交付金でございます。昨年も農業農村の有する多面的機能の

維持・発揮を図るために、町内３６組織で取り組みを行っていただいております。 

 １つ飛びまして、農業機械の導入事業業務でございます。水田農業の経営体育成支

援として、コスト縮減、所得向上を図る目的で研修を活用し、７経営体に対して農業

機械、いわゆるコンバイン等の導入支援を行っております。 

 次に、１１７ページ上段の両筑平野用水事業事務でございます。現在県営二期事業

により国営で整備された枝線から分岐した支線の水路改修が進められているところ

でございます。 

 次に、農道舗装業務でございます。昨年度は坂根地区を実施いたしましたけれども、

道路は農業経営にとって重要な施設でございますので、今年度も引き続き整備を進め

てまいりたいというふうに考えております。 

 次に、農業ため池等整備事業事務でございます。事業によりまして、本町６８か所

のため池につきまして、防災面から評価、調査の計画を策定、これに従って調査を進



13 

 

めてまいります。令和３年度からの事業で、ため池劣化状況の調査を行うもので、令

和３年度は８か所の調査を行っております。今後は、調査内容によっては改修等が生

じる可能性もございますので、事業規模が多額になることも考えられます。負担金の

問題など課題もございますので、財源の確保など、防災上の観点からもどうするのか、

今後引き続き十分検討しながら対策を講じてまいりたいというふうに考えておりま

す。 

 ２つ飛びまして、有害鳥獣関係でございます。有害鳥獣駆除対策協議会と連携しま

して、農作物の被害防止に努め、計画的な駆除活動の実施を行ってまいりました。成

果については記載のとおりでございます。 

 次に、１１８ページ、荒廃森林整備事業でございます。荒廃した森林を再生し、公

益的機能が十分に発揮される森林として次世代へ引き継ぐために、県の森林環境税を

活用して施業を行ったところでございます。 

 次に、森林整備事業事務でございます。森林経営管理制度に基づきまして、意向調

査の準備として優先順位や実施計画の策定などを行いまして、森林整備を促進し、災

害防止、国土保全の強化に努めるためにも、所有者への説明会を今後実施するととも

に、全町への意向調査も広げてまいりたいというふうに考えております。 

 １つ飛びまして、県営暗渠排水事業でございます。水田の乾田化対策として、平成

３０年度より５か年事業でスタートしております。令和３年度は、三並地区ほか９地

区の施工を行ったところでございます。令和４年度で完了予定という運びになってま

いります。 

 次に、特産振興係でございます。２つ目のみなみの里支援事業でございます。昨年

度はコロナ交付金を活用しまして、対策として記載しておりますとおり様々な支援等

を行っております。 

 次に、１１９ページ、特産品の開発・振興でございます。主に普及センターと連携

しまして、いちご狩り施設４か所で観光連絡会を立ち上げております。成果としては、

相互の連携による集客アップにつながる体制づくりのきっかけとなっておるところ

でございます。 

 １つ飛びまして、筑前町商工会員の振興対策の取り組みによるプレミアム商品券で

ございます。先ほど申し上げましたように、２０％のうち県と町で各１０％の補助や、

中小企業の経営安定のための貸付金利子補給、新規創業者の支援として利子補給など

を行ったところでございます。 

 次に、商工会育成事業として、育成支援のための運営費の補助を引き続き行いまし

た。 

 次に、１つ飛びまして、消費者行政事務でございます。多様化する消費者生活トラ

ブルに対しまして、消費生活相談窓口を開設しまして、様々なトラブルの仲介、助言

にあたってきたところでございます。センターの運営につきましては、社団法人へ業

務委託しまして、より専門的なアドバイス、近隣自治体の情報収集ができまして、併

せて、地域公民館での出前講座による啓発活動により、被害防止に貢献できたのでは

というふうに考えております。 

 次に、１２０ページ、中山間地域等直接支払制度事業事務でございます。中山間地

域の農業生産活動を維持するために坂根地区へ支援を行っております。 

 次に、園芸生産振興事務でございます。具体的措置は記載のとおり、補助金を活用

しまして、例年になく多くの農家支援を行っております。近年、スマート農業が推進

されておりまして、今後も、デジタル技術を活用した園芸施設や省力機械の導入につ

きまして支援を行いながら、園芸農家の経営安定や資産力強化につなげていきたいと

いうふうに考えております。 
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 次に、ここからはコロナ対策の支援業務でございます。昨年度もコロナの影響によ

りまして様々な支援を行っております。 

 まずは飲食店支援金でございます。４７店舗に対しまして、一律５万円の緊急的な

支援を行っております。 

 酒類販売営業者支援でございます。これにつきましては、酒類販売業者の事業継続

を支援するために、１店舗につき一律２０万円で、９店舗に支援金を交付しておりま

す。 

 それから、食の仕送り便事業につきましては、先ほど申し上げましたように６,０

９４件分で８４７万１,０００円余の送料を負担したところでございます。本事業に

伴う商品売上額につきましては、２,１５０万６,０００円余というふうになっており

まして、商工農業者や帰省自粛者への支援を行うことができたというふうに考えてお

ります。 

 以上で農林商工課の決算並びに成果と課題について説明を終わります。 

 引き続き、ここで事前に質疑のございました項目につきまして回答させていただき

たいというふうに考えております。 

 まず、柳委員のほうから出ておりました決算資料の９ページです。決算の概要のと

ころになりますが、新規水田麦・大豆産地生産向上事業補助金の使途はという質問へ

の回答でございます。 

 これにつきましては、令和３年の９月補正で対応させていただいております。この

事業につきましては、令和２年度の国の補正予算から新規事業で始まっておりまし

て、本町の水田における麦、大豆に係る将来像を踏まえ、団地化の推進、新たな営農

技術の導入等、収量、品質の高位安定化、生産コストの低減を図り、収益性、生産性

の向上を実現するための事業でございます。 

 事業内容につきましては、先ほど申し上げました金額が主な内容でございまして、

先進的な営農技術の導入事業で７,１８９万７,０００円と、生産性に向けた機械、施

設の導入等で、国費２分の１で、１７経営体で４,１９２万２,０００円でございます。

ちなみに３年度につきましては、福岡県内で採択を受けましたのは、本町を含め５市

町村にとどまっておりまして、いわゆる県全体の３分の２を本町が占めておるところ

でございます。当初、県を通じて急遽案内された事業でございまして、取り組みにあ

たっては採択基準も高く、農家の方々のご協力をいただきながら無事、事業をなし得

ております。農家の方々からは町長を通じて感謝の言葉もいただいたところでござい

ます。本当に職員が頑張った成果だというふうにも言えると思います。 

 それから、同じく予算書の件になります。木村和彦委員のほうから出ておりました、

コロナ交付金で購入しました竹チップ機械の利用状況の関係でございます。 

 竹チップ機械につきましては、コロナ交付金を活用して購入をさせていただいてお

ります。近年の豪雨災害防止対策、放置竹林の浸食、環境保全などの作業における３

密を避けるべく作業の効率化、時間の短縮、少人数での作業を可能にするために、令

和４年３月末に納品をされております。 

 要綱に基づきまして、現在無償で貸し出しを行っております。燃料が約６リッター

入りますけれども、その分のみ負担をしていただいております。各区長のほうには周

知をさせていただいておりますけれども、年度末に納入されたことや、貸し出し準備

期間においてお問い合せが重なり、結果、今現在、久光と大塚の２行政区での利用状

況となっております。ただし、問い合せにつきましても１０件ほどいただいておりま

すので、使用された区のほうからも、非常に作業スピードが上がり、より作業の負担

軽減、効率的であったというふうなことであるとか、最終的には田んぼの肥料として

再利用したというふうなことであり、非常に好評であったということで感謝されてお
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るところでございます。 

 今後につきましても、広く町のホームページ等の掲載による周知も視野に入れなが

ら、幅広く活用していただくように進めてまいりたいというふうに考えておるところ

でございます。 

 それから、同じく決算書の関係になります。柳委員のほうから公有財産の普通財産

の件でご質問があったかと思います。山林１１８ヘクタールを所有しておりますが、

その収益見込みはというところでございます。雑種地については既に財政課のほうか

ら回答があったかと思います。 

 ご承知のとおり、山林につきましては、伐採等の整備費用から流木の売却益を精算

いたします。土地代についてはほとんど安価で推移をしております。また、主伐の場

合については伐採後に造林が必要になりますので、植栽、下刈り、鹿ネット等の有害

鳥獣対策、あるいは間伐の場合については搬出のための作業路に係る費用も発生をい

たします。加えて、近年では燃料も高騰し、そのような支出、費用が諸経費にも影響

するというふうに考えておるところです。 

 町有林につきましては、現在森林経営計画を策定しまして、令和２年度から５年間、

朝倉森林組合に三箇山で行っていただいております。令和４年度から５年間、民間企

業に栗田でそれぞれ森林整備と丸太の生産を行っていただいております。中でも、ご

承知のように三箇山団地につきましては、本来収益見込みのない森林でございました

が、県の展示林整備事業におきまして造林することになりましたので造林費用が不用

となったこともございまして、収支の結果、収益が約７８万ほど発生をしておるとこ

ろでございます。 

 収益につきましては、町有林の場所によって異なりますので、一般的には区分とし

て主伐、利用間伐もございますが、施業条件も、林道に面しているのか、さらには施

業路のありなし、距離、また木材の種類や状態、例えば曲がっている木材なのかなど

も影響しますし、市場価格も影響しますので、そのため山の生産費、収益見込みにつ

いて一概に幾らになるかということは、今の段階ではちょっと不明という回答をさせ

ていただきたいと思います。 

 次に、同じく柳委員のほうから、成果と課題についてご質問があったところでござ

います。１１６ページになりますが、環境保全型農業ということで、化学肥料・農薬

を５割低減し、有機農業の取り組みとあるということで、対策はというところでござ

います。 

 環境保全農業とは、農業の持つ物質循環機能を生かしながら、生産性との調和など

に留意しつつ、土づくり等を通じて化学肥料・農薬の使用等における環境負荷の軽減

に配慮した持続的な農業とあります。平成２３年度から、化学肥料・化学合成農薬を

原則５割以上低減する取り組みと併せて行う地球温暖化防止等に効果の高い営農活

動に対して、国が支援を行っておるところでございます。 

 その代表とも言える有機農業につきまして、畑嶋区など２つの組織が約８９５アー

ルの農地において取り組みを実施されたものに対して支援を行ったものでございま

す。なお、先々には、国のみどりの食料システム戦略を踏まえまして、未来へつなぐ

環境に優しい農業の取り組みに興味のある農家や農業経営等への情報提供、及び国と

連携しながら今後そういったものが広がるような対策を講じてまいりたいというい

うふうに考えております。 

 同じく、柳委員のほうから、１１８ページのほうになりますが、成果と課題のとこ

ろで、荒廃森林整備事業で機能回復とあるが、その方策は間伐だけによるものかとい

うふうなご質問のようです。 

 県の荒廃森林事業交付金交付要綱につきましては、県民が享受している水源の涵
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養、都市災害防止等の森林の要する公益的機能の重要性に鑑みまして、荒廃した森林

を整備し、森林の森として保全するとともに、間伐を繰り返す体制を構築することを

目的としております。 

 事業内容にあります森林整備につきましては、強度間伐または間伐が主となりま

す。強度間伐または間伐をするためには、必要な侵入竹林の伐採、簡易木柵工、作業

路が対象となります。 

 間伐などにつきましては、荒廃森林再生事業にて特定した荒廃森林のうち、森林所

有者が協定を締結した未施業地ということになります。 

 このほか、広葉樹とかの植栽のために必要な下刈り、鳥獣対策などの幾つかの条件

がございますので、それについては必要に応じて実施をしてまいりたいというふうに

考えておるところでございます。 

 それから、同じく柳委員のほうから、遊休農地、荒廃農地が増加しないようにとい

うことでのご質問だと思います。ページは１１５ページのほうになろうかと思いま

す。これは、農業委員会事務局としてお答えをさせていただきたいと思います。 

 農地法の第３０条に利用状況調査というものがございます。これは農地法に基づき

義務化されているところでございまして、本町も毎年１回、農業委員全員による町内

全地区の農地パトロールを行い、前年の調査結果の地図もご用意しながら、把握した

遊休農地が解消されているかどうか、遊休農地になりそうな農地については早い段階

で指導等を行うことで、荒廃化を防ぐように取り組んでおるところでございます。 

 農業委員会、農業委員それぞれ、担当地区については適正な農地保全を維持するた

めに随時パトロール等を行いながら、引き続き遊休農地の解消や回復指導等などに関

する相談、その他農地の活用等について対応を行ってまいりたいというふうに考えて

おります。遊休農地があれば、農地所有者への聞き取り、担い手への意向調査、農地

あっせんなど、話合いを通じて農地利用、管理に今後努めてまいりたいというふうに

考えております。 

 それから、持山委員のほうからご質問がありました、成果と課題のところの１１５

ページになろうかと思います。担い手への農地利用を推進していくためには、農地の

集積、集約が必要になる。そのためには２次基盤整備が必要であるというふうな質問

への回答でございます。 

 これにつきましては、農林商工課並びに農業委員会事務局も関連しますので、その

ことを踏まえてご回答させていただきたいと思います。筑前町の担い手の集積率につ

きましては約９割を超えております。県内でも高い水準でございまして、それから２

次基盤整備に関しては、高齢化対策による担い手、新規就農者への後継者対策と、農

地の大区画化や排水対策等による生産コストの削減、農業の高付加化につながる可能

性もございます。しかしながら、農地整備に係る支援も、国の２分の１助成や、農家

負担軽減として６分の５を限度に無料貸付制度等もございますけれども、最終的には

事業費がかなりかかると想定され、その事業に係る負担の一部は農家負担となると考

えられます。果たして支払いができるのか、周辺地域の同意も当然必要になってきま

すので、そういった問題もございますので、貴重なご意見として捉えまして、町も将

来の課題として認識しながら、農業振興につながるよう研究してまいりたいというふ

うに考えておるところでございます。 

 それから、同じく木村博文委員のほうからご質問がありました、成果と課題でいき

ますと１１５ページになりますが、上段の運営に関するご質問だと思っております。

町内で農地の無届け造成など様々な問題が発生し、農業委員会も多岐に渡る知識が求

められておる。「必要に応じて研修を行った」というふうにありますけれども、どのよ

うな案件に対してどのような研修を開催されたのかというご質問でございます。 
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 これも農業委員会事務局としてお答えをいたします。各地区の担当農業委員に、無

届けなど違反転用はないかどうかや、転用等に関する相談等もその都度行っていただ

いておりまして、農地の適正な管理に努めていただいております。 

 現農業委員の任期につきましては、令和３年３月２２日から令和６年３月２１日の

３か年でございまして、１９名のうち再任された方は２名、ほか１７名は新任の方で

ございます。したがいまして、農業委員会にて研修会を行うとともに、県主催の新任

農業委員の研修会へ参加しております。内容につきましては、主に農業委員としての

心得、あるいは制度に関することが主なものでございます。さらには毎月開催してお

ります総会に上がってくる議案の内容について、法令等の説明も行いながら、知識を

深めたところでございます。 

 次に、同じく木村和彦委員のほうから、ため池に関するご質問があったと思います。

調査結果の概要と今後の対策についてでございまして、令和３年度は、先ほど申し上

げましたように、８か所のため池において劣化評価を実施しまして、緊急に防災工事

が必要となるため池はございませんでした。しかしながら、構造物の経年劣化や法面

の形状、雑木の繁茂等の確認がなされておりまして、現在経過観察という判定になっ

ているところでございます。この件につきましても地元のほうには既に報告させてい

ただいております。 

 今後につきましては、これまでどおり、管理者による草刈りや、維持管理における

補修などの対応等、評価後のため池につきましては、こうした通常管理における定期

点検の実施について、年１回の報告をいただくことになっておるところでございま

す。 

 令和４年度分といたしましても、計画に基づきまして、劣化評価１３か所の委託契

約を締結しておりまして、新たに耐震調査を３か所実施する予定でございます。 

 劣化評価につきましては令和８年度まで、耐震調査については令和５年度までをめ

どに完了を予定させていただいております。 

 なお、防災重点ため池は町内に６８か所ございますけれども、今後の調査結果によ

っては防災工事の対象となるため池が出てくることも想定されます。応急処置を含め

対応について、県の指導の下、準備を進めてまいりたいというふうに考えております。 

 最後に、木村博文委員のほうからの、ため池に関する専門分野のご質問でございま

す。課題に、人員不足を心配する、調査及び工事期間限定で専門官や担当係を設置し

て対応するべきではないかというふうなご質問でございます。 

 現在、農林商工課におきましては、農業に関する事務をはじめ、林業、畜産、農振、

有害鳥獣の多岐にわたって業務を抱えております。さらに、近年ではコロナに関する

支援、国県の農林業など事業費の補正に伴いまして前倒しになった事業に対する対

応、さらに緊急支援対策など、想定され得る業務以上での取り組みが年々増加してお

るところでございます。 

 ため池担当となる係は、現在農林振興係のほうで業務にあたっておりますけれど

も、水田協も兼ねておりまして４名の職員で対応しております。職員それぞれに農家

や就農希望者あるいは相談事、各業務に対する住民からの苦情あるいは業者対応等も

ございまして、業務も煩雑化しております。ため池についても６８か所ございまして、

近隣に比べても多く存在をしております。それぞれに調査、その後の工事を見込みま

すと、これまでの事務量以上のなることも予想されます。現時点において設計ができ

る専門技師は１名で、その職員自身も担当する業務を抱えておりまして、係全体の業

務に関与をしております。可能であれば、委員ご指摘の内容が望ましいというふうに

思いますけれども、このたびの質問については人事に関することになりますので、全

体定数等もあるかと思います。所管であります農林商工課のほうからの回答について



18 

 

は控えさせていただきたいというふうに考えております。 

 説明と回答につきましては、以上で終わらせていただきたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

 河内委員 

 河内委員  ２点あります。資料の１１８ページ、２番目の森林整備事業事務、具体的措置の中

で森林経営計画、継続２団地とありますが、２年度には出てきていません。これはい

つからの継続でしょうか。それが１点目。 

 それと、１２０ページです。下から２段目、酒類販売事業者支援事業の中で、具体

的措置は、２０万円の９店舗のはずだけど、２００万円の９店舗になっているのでは

ないでしょうか。訂正をされたほうがいいと思います。 

 委 員 長  農林商工課長 

農林商工課長  先ほどの森林関係に関することでございます。これにつきましては、令和３年度か

らの事業になりますので、令和２年度はございません。 

 それから、先ほど言われました１２０ページの分、２０万円の支援金につきまして

の具体的措置のところでございます。２００万円というふうな表記になっておりま

す。申し訳ありません。これは、２０万円掛けるの９店舗に訂正をお願いいたします。

大変申し訳ございませんでした。 

 委 員 長  これで質疑を終わります。 

 以上で、農林商工課、農業委員会を終わります。 

 休  憩  

 委 員 長  ここで休憩をいたします。 

 午後１時、１３時から再開をいたします。 

（１１：４６） 

 再  開  

 委 員 長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（１３：００） 

 委 員 長  建設課の説明を求めます。 

 建設課長 

 建設課長  建設課でございます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、決算書の７７ページをお願いいたします。 

 ２款１項２６目交通安全対策費のうち、建設課が対応しました経費についてご説明

いたします。 

 １４節工事請負費６７８万３,０００円余につきましては、交通安全対策工事を７

件発注し、カーブミラーや防護柵の設置、区画線の補修などを行っております。 

 次に、８１ページをお願いいたします。 

 ２款１項３８目新型コロナウイルス地方創生費のうち、建設課が対応しました経費

についてご説明いたします。 

 １７節備品購入費のうち、下から６行目の草刈機２９１万１,０００円余は、草刈

応援事業として、令和２年度に続き、リモコン式草刈機１台及びアルミブリッジ等を

追加購入しています。 

 飛びまして、１３９ページをお願いいたします。 

 ５款２項３目林道費でございます。 

 １２節委託料２７万２,０００円余は、地元区へお願いしています三並林道と、曾

根田林道の維持管理費でございます。 

 次に、１４３ページをお願いいたします。 



19 

 

 ７款１項１目土木総務費でございます。人件費等につきましては説明を省略させて

いただきます。 

 １０節需用費１８９万６,０００円余のうち光熱水費１０４万２,０００円余は、道

の駅の上水道使用料と電気代でございます。 

 １１節役務費５４万２,０００円余のうち通信運搬費３５万７,０００円余は、道の

駅の電話代及びインターネット通信料でございます。 

 １２節委託料９３６万８,０００円余のうち分筆測量委託料１８９万４,０００円

余は、セットバックに係る寄附など７件分の分筆測量の委託費でございます。その他

は、道の駅の運営に係る委託費で、７４７万４,０００円余でございます。 

 続きまして、１４５ページをお願いいたします。 

 ７款２項１目道路橋梁総務費でございます。 

 １２節委託料の橋梁長寿命化業務委託料１,０４５万５,０００円余は、大坪橋と池

田橋の補修設計、及び大井手橋ほか３橋の点検業務の委託費でございます。 

 １４節工事請負費２,９７８万９,０００円余は、５件の舗装補修工事でございま

す。竹の子・口ヶ坪線や三並・篠隈線など、道路舗装の打ち替えを行っております。 

 次に、７款２項２目道路維持費でございます。 

 １２節委託料２６０万８,０００円余のうち道路管理等業務委託料２４１万８,０

００円余は、シルバー人材センターに委託しています月４回の道路パトロール及び除

草作業の委託費でございます。パトロール報告後に職員で道路の穴埋め補修を行って

おります。 

 １４節工事請負費４,９８９万２,０００円余は、各行政区からの要望や苦情、緊急

対応などによる維持・補修工事６６件分でございます。 

 １５節原材料費１２２万６,０００円余は、道路愛護活動に伴う各行政区への砕石

配布及び道路の穴埋め補修材の材料費でございます。 

 ７款２項３目道路新設改良費でございます。 

 １２節委託料９３１万１,０００円余は、依井高田線や篠隈、安野、四三島線など、

４件の道路改良に伴う測量設計業務の委託費でございます。 

 １４節工事請負費５,１０７万９,０００円余は、昭和１０号線や若草５号線などの

道路拡幅工事など９件分の工事費でございます。なお、松延新道地区水路改修工事に

おいて工法を変更したこと及び入札執行残により、１,０９２万円余の不用額が出て

おります。 

 １６節公有財産購入費５６０万１,０００円余は、道路拡幅に伴う用地費、４路線

で６筆分でございます。なお、買収予定地が未相続であったため売買契約ができず、

６２２万１,０００円余の不用額が出ております。 

 １４７ページをお願いいたします。 

 ７款３項１目河川総務費でございます。 

 １８節負担金補助及び交付金は、主に、県営河川を守る会１９団体２９行政区への

補助金４０４万２,０００円でございます。県からの補助金９５万円に３０９万２,０

００円を町から継ぎ足し、交付をいたしております。 

 ７款３項２目河川維持管理費でございます。 

 １４節工事請負費の９９６万４,０００円余は、河川の浚渫、維持工事１１件分で

ございます。 

 １８節負担金補助及び交付金１０５万１,０００円余は、令和元年度から取り組ん

でおります各行政区に対する草刈機購入の補助金でございます。２００万円を上限に

購入費の２分の１の補助を行っております。令和３年度につきましては、２行政区に

対し２台分の補助を行っております。 
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 飛びまして、２０１ページをお願いいたします。 

 １０款災害復旧費でございます。 

 決算につきましては、現年発生の令和３年災分と、過年発生の平成３０年から令和

２年に発生した災害の報告でございます。 

 それでは、１０款１項１目現年発生農林水産業施設災害復旧費でございます。 

 １２節委託料３３０万円は、令和３年８月の豪雨により被災した三箇山、三並地区、

ほか１件の測量設計委託費でございます。 

 １４節工事請負費２,０１７万９,０００円余は、赤坂地区の水路ほか５件分の応急

工事費８４８万１,０００円と、砥上地区ほか１１件分の復旧工事費１,１６９万８,

０００円余でございます。なお、補助分の北部地区災害復旧工事費として１,４５０

万円を翌年度へ繰り越しております。 

 ２０３ページをお願いいたします。 

 １０款１項２目現年発生林道災害復旧費でございます。 

 １２節委託料４２９万円は、林道石坂線の測量設計委託費でございます。 

 １４節工事請負費６７９万８,０００円は、林道吹田線ほか１件の復旧工事費１１

４万４,０００円と、林道東山線ほか３件の応急工事費５６５万４,０００円でござい

ます。なお、補助分の林道石坂線災害復旧工事費として、１,６００万円を翌年度へ繰

り越しております。 

 １０款１項３目過年発生農林水産業施設災害復旧費でございます。 

 １４節工事請負費３,２５２万１,０００円余は、平成３０年から令和２年に発生し

た災害で、櫛木地区ほか１８件の復旧工事費でございます。 

 １０款１項４目過年発生林道災害復旧費でございます。令和２年度に被災した石坂

林道の復旧工事を予定しておりましたが、令和３年度に付近の林道が被災したため復

旧工事ができず、全額減額をしております。 

 １０款２項１目現年発生道路橋梁災害復旧費でございます。 

 １２節委託料６７６万５,０００円は、灰の木線の測量設計委託費でございます。 

 １４節工事請負費１,６９３万２,０００円余は、三並、黒岩、三箇山線の応急工事

費１９万８,０００円と、三箇山開発線ほか５件の復旧工事費１,６７３万４,０００

円余でございます。なお、補助分の灰の木線道路災害復旧工事費として、２,８００万

円を翌年度へ繰り越しております。 

 １０款２項２目現年発生河川災害復旧費でございます。 

 １２節委託料１,６７０万９,０００円は、梅川護岸ほか３件の測量設計委託費でご

ざいます。 

 １４節工事請負費１,８９３万７,０００円余は、田代川ほか１件の応急工事費５１

万７,０００円と、旭ノ下川ほか３件の復旧工事費１,８４２万円余でございます。な

お、補助分の梅川、荒谷川などの河川災害復旧工事費として、４,５３０万円を翌年度

へ繰り越しております。 

 １０款２項３目過年発生道路橋梁災害復旧費でございます。 

 １４節工事請負費１,４６０万円余につきましては、平成３０年に被災した大牟田・

茶屋原線ほか６件の復旧工事でございます。 

 以上で、決算書の説明を終わります。 

 続きまして、令和３年度決算に係る主要施策の成果及び将来の課題についてご説明

いたします。 

 資料の１２１ページをお願いいたします。 

 決算内容の説明と重複する箇所がございますので、重点のみご説明させていただき

ます。 
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 まず、交通安全対策費でございます。 

 交通安全対策特別交付金を活用しまして、地元要望や通学路の危険箇所巡回調査に

より安全対策を実施しました。具体的には、ガードパイプ３８メートル、区画線２.７

キロ、カーブミラー２８基等を設置しております。７件発注いたしまして、合計４２

件の地元要望に対応しております。今後も、地元要望の早期実現に向け、引き続き関

係機関と連携し、取り組んでいきたいと考えております。 

 次に林道費でございます。林道の維持管理につきましては、地元三並区と曾根田区

にお願いいたしまして、草刈りや側溝の清掃等を行っていただいているところです。 

 柳委員から事前質疑のあった、林道維持管理委託費の増額の要望の件でございます

が、令和３年度の三並林道の委託費は１４万５,０００円でございます。この委託費

は公共事業の歩掛を基に算定しておりまして、令和３年度に単価の改正に伴いまし

て、若干ではありますが見直しをしておるところです。 

 また、令和２年度につきましては、大雨の影響で土砂の堆積が多かったことから例

年に比べ作業量が多く、増額の変更を行っております。今後につきましても同様に、

公共事業の単価の改正や、例年に比べ作業量が多い場合等につきましては、委託料の

見直しを行いたいと考えております。 

 次に、土木総務費でございます。 

 道の駅みなみの里につきましては、休憩可能で防災機能を兼ねた施設として県が整

備を行い、町が施設の維持管理を行っております。引き続き、快適な施設の提供と、

他課と連携をしながら防災機能や情報発信機能などの向上を早急に図ってまいりた

いと考えております。 

 次に、新型コロナウイルス地方創生費でございます。 

 草刈応援事業でございますが、令和３年度につきましても、国の交付金を活用し、

少人数で作業可能なラジコン式の草刈機を１台追加購入しております。昨年度は４４

件の貸出しを行っております。今後も草刈機貸し出し制度の周知を図りながら、継続

して環境美化活動が推進できるよう支援を行いたいと思っております。 

 木村博文委員から事前質疑のあった、草刈機１台の年間コスト及び使用料を徴する

べきではとのご質問につきましてお答えしたいと思います。 

 まず草刈機１台の年間コストでございますが、定期点検、保険料、修繕料、消耗品、

また、運搬車両の車検代、保険代を含めまして、１台あたり２２万８,０００円でござ

います。 

 次に使用料の件でございますが、ご承知のとおり、草刈機は無料で貸し出し、ガソ

リン代のみを負担いただいておるところです。地域住民の方にボランティア活動とし

て河川堤防の草刈りなどを行っていただいておりますが、近年、参加者が減り、今後

の環境美化活動の継続が危惧されております。そのような中で受益者負担とすること

は適当ではなく、町として今後もできる限りの支援をさせていただきたいというふう

に考えております。 

 次に、道路維持費でございます。 

 各行政区からの要望に基づいて、道路等の維持・補修を行うものでございまして、

道路法面の補修や道路内に堆積した土砂の撤去、雨水処理の側溝敷設など様々で、昨

年度は６６件発注しています。 

 課題としましては、限られた予算の中で維持・補修費の増加を抑制するため、要望

内容の精査や施設の長寿命化対策の研究が必要だと考えております。 

 木村博文委員から事前質疑のあった令和３年度の要望件数及び未処理件数につき

ましては、令和３年度の要望件数は８５件で、未処理の件数につきましては２７２件

ございます。例年、処理件数を上回る要望が出されておりますので、未処理の件数が
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増えている状況でありまして、以前からの要望も多く残っているため、要望の取り下

げも含めまして関係区長との協議を行っているところです。 

 また、同じく木村委員から事前質疑のあった、要望内容の精査や、長寿命化でどれ

だけ費用削減が見込まれるかというご質問でございますが、具体的な費用削減額につ

きましては算出しておりませんが、要望内容の精査による費用削減の考え方としまし

ては、令和３年度に対応しました要望１件あたりの工事費が平均で６５万円程度でご

ざいますので、仮に要望内容の精査により１件少なくなると単純に６５万円が削減さ

れることになろうかと思います。 

 また、長寿命化による費用削減効果に関しましては、定期的に点検を行い、早期に

損傷を発見し、大規模な補修になる前に対策を実施するという予防保全によりまし

て、保守コストが安価で寿命も延びるということでございますので、この予防保全に

つきましても研究をしてまいりたいというふうに考えております。 

 次に、河川総務費でございますが、主に県営河川の愛護団体に対する補助金と草刈

機等の公認補助金でございます。令和３年度の草刈機購入補助金は、２行政区の２台

を補助しております。なお、令和元年度からの３か年の補助金合計は、１６台の６５

５万円でございます。河川愛護活動についても、参加者の減少や高齢化により継続が

危惧されております。草刈機購入の補助制度や、リモコン式草刈機の貸し出しのさら

なる周知を図りながら、できる限りの支援を行ってまいりたいと考えております。 

 次に、河川維持費でございますが、浚渫などの維持工事を１１件実施しております。

河川に堆積した土砂を浚渫することにより、危険箇所の解消、災害防止を図っており

ます。財源としましては、令和２年度に創設された緊急浚渫推進事業債を充てており

まして、充当率１００％で、交付税措置率は７０％でございます。 

 １２３ページをお願いいたします。最後に、災害復旧費でございます。 

 災害復旧は、危険箇所の定期点検と迅速な災害復旧を基本に取り組んでおります。

しかしながら、毎年全国各地で大雨による被害が発生しており、今年の８月には、東

北、北陸地方を中心に８００棟の家屋が被災しています。本町におきましては、平成

２９年より３年連続で大雨特別警報が発表されております。また、昨年は８月１２日

からの１週間、大雨が降り続き、その影響により７４件の被害に対応しております。 

 先ほどの決算報告において説明しましたが、昨年度までの災害につきましては、工

事費の一部を繰り越してはおりますが、本年度中には全て完了する見込みでありま

す。 

 各災害項目に分けて、それぞれ具体的措置を記載しておりますが、工事の件数や金

額には令和４年度に繰り越す工事に係るものは含まれておりません。 

 被災施設の早期復旧は当然のことながら、補助率の増高申請や災害における受益者

負担の軽減を図るため、条例改正を行っております。 

 原課としましても、引き続き危険箇所の定期点検を行いながら、日頃から防災意識

を高く持ち、災害発生時には迅速かつ適正な復旧に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

 以上で説明を終わります。 

よろしくお願いいたします。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

 河内委員 

 河内委員  資料の１２１ページです。 

 一番上の交通安全対策費、地元の要望残はあとどれくらい残っているのか、それと

もう１点、一番下の道路維持費です。 

 先ほどの説明で、シルバー人材センターに月４回、見回りをしていただいていると
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いうことでしたが、安の里公園に行く歩道がありますね。あそこの点字ブロックなん

ですけど、その間から草が生えていて、目の不自由な方がつまずくんじゃないかなと

いうぐらい生えてます。一度確認して、対応をお願いします。 

 委 員 長  建設課長 

 建設課長  お答えいたします。 

 先ほどの河内委員の交通安全に係る未処理件数の件でございますが、令和３年度末

で４６件ございます。しかしながら、今年度は大幅に予算を増額していただきました

ので、未処理件数は減ってくると思われます。 

 それと、先ほどの安の里公園に通ずる町道の件ですが、確認いたしまして早期に対

応いたしたいと思います。 

 以上でございます。 

 委 員 長  田中委員 

 田中委員  決算資料の１４６ページ、道路新設改良費の中の工事請負費の６,２００万円の予

算に対して５,１００万円余ということでございます。入札による残金ということで

ございますが、ホームページ上でずっと見ていた状況のなかで、入札による残という

のはそこまでなかったように思われます。内容がほかにあるのかなというふうに思い

ますが、いかがでしょうか。 

 委 員 長  建設課長 

 建設課長  お答えいたします。 

 先ほどご説明いたしましたが、入札残のほかに、松延地区の水路改修工事におきま

して工法を変更したことによりまして、６００万円ほど減額となっております。 

 以上でございます。 

 委 員 長  木村博文委員 

木村博文委員  今６００万円ほどあると言われましたけども、当初の事業予算は幾らだったか、そ

れで内容がどう変わったから減額になったのか、お願いします。 

 委 員 長  建設課長 

 建設課長  お答えいたします。 

 当初設計では７００万円で予算計上しておりましたけども、設計を委託しまして、

協議の結果、改修をするより水路を新設して切り増したほうが工事が安いということ

で、そのような減額になっております。大まかな内容でございますが、そのとおりで

ございます。 

 以上でございます。 

 委 員 長  木村博文委員 

木村博文委員  今、聞いてびっくりしました。２,０００万円、３,０００万円という工事からこれ

だけの執行残、計画変更があったかと思うと、７００万円で６００万円ということで、

最初計画するときに、どういった要望を基にこういう計画をされて……。７００万円

必要ということで当初予算に上げられたわけですよね。それで蓋を開けるとこれでよ

かったとか、これはちょっといかがなもんかと思うんですけども。これから予算の要

望をされるときはこういったやり方はちょっといかがなものかと思うんですけど、そ

の辺りをどう考えているかお尋ねします。 

 委 員 長  建設課長 

 建設課長  お答えいたします。 

 委員がおっしゃるとおりでございまして、もう少し精査なり地元と協議を行いなが

ら、予算計上を行っていきたいと思っております。 

 以上でございます。 
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 委 員 長  木村和彦委員 

木村和彦委員  ２点あります。１つは、草刈機の件なんですが、この草刈機は多分、新型コロナウ

イルス関係で購入された分だと思います。これが結構地元に定着して、先ほど言われ

ましたように４０何回使われていると。だけど、この草刈機自体が消耗品です。いず

れ買い換えなきゃならない時期が来ると思います。そのためには、それなりの予算と

かを計上するべきだと思います。今の新型コロナウイルスで買った草刈機に対して受

益者負担を求めるのは少し無理があるかと思いますが、新しく草刈機を買う時期がい

ずれやってくると思いますので、そのための対策は練っておく必要があると思いま

す。 

 もう１点、河川の浚渫の件なんですが、今年の３月ぐらいに天神川のほうの浚渫も

やっていただきまして、非常に助かっております。そこでひとつお願いがあるんです

が、県道７７号線の雨水が赤阪地区のほうにかなり流れ込んできて、大量の土砂がい

っぱい入り込んできております。この対策をぜひ考えていただきたいと思います。 

 以上です。 

 委 員 長  建設課長 

 建設課長  お答えいたします。 

 草刈機の更新につきましては、委員おっしゃるように、今後のことも考えまして検

討させていただきたいというふうに思っております。 

 また、県道の雨水につきましては、県と連携しながら早急に対応したいというふう

に考えております。 

 以上でございます。 

 委 員 長  これで質疑を終わります。 

 以上で建設課を終わります。 

 委 員 長  続きまして、都市計画課の説明を求めます。 

 都市計画課長 

都市計画課長  こんにちは、都市計画課です。お疲れのことかと思いますが、よろしくお願いいた

します。 

 令和３年度決算及び主要施策の成果と課題についてご報告いたします。 

 都市計画課におきましては、コロナ禍の中、第２次総合計画の政策であります。 

「守る」――機能的な都市、ゆとりある住まいの実現に向けた取り組み。 

「稼ぐ」――企業誘致の推進をはじめとした雇用、就労関係の充実に向けた取り組

みを継続して行っております。 

 それでは、先に決算についてご説明申し上げます。決算書の８１ページをお願いい

たします。 

 ２款１項３８目新型コロナウイルス地方創生費です。 

 １４節備考欄の５,８９１万円余のうち都市計画課事業分は２,５７２万４,０００

円余であり、新型コロナウイルス地方創生臨時交付金を活用し、公共的空間安全安心

確保事業として、都市計画課管理、公園の抗菌ベンチ更新工事８か所５６基、トイレ

器具更新工事８か所３８基、照明器具ＬＥＤ更新工事２か所の整備を行っておりま

す。 

 次に、１４７ページをお願いいたします。 

 ７款４項１目都市計画総務費、支出総額８億１,２３７万９,０００円余です。大き

な支出額でございますが、２節から４節までは職員給与の人件費関係、１８節下水道

事業会計繰出負担金、１４９ページ、２３節下水道事業会計出資金は財政課所管の下

水道事業会計分であり、２７節工業用地造成事業特別会計繰出金１０２万６,０００

円につきましては、特別会計決算の歳入、繰入金でご説明いたしますので省略させて
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いただき、この関係分を除きますと、都市計画課支出額としましては、前年度から３

２０万３,０００円余増額の支出総額９３０万８,０００円余となります。 

 主な増額要因としましては、１２節都市計画基礎調査業務委託料７１１万７,００

０円であり、これは法に基づき５年ごとに県から委託を受けて行う都市計画基礎調査

業務を実施し、県へ提出したものでございます。 

 また、１１節空家等対策相続財産管理人申立予納金４５万４,０００円余は、相続

放棄され放置状態にあった空き家を法的に処分してもらう相続財産管理人を立てる

ため、福岡家庭裁判所に申し立てを行い、そのとき必要な管理人報酬相当額及び官報

公告料を支出したものです。 

 本来、空き家の管理や処分については、所有者や相続人が行うものではございます

が、全ての相続人がその権利を放棄していたため、やむを得ずこうした措置を行い、

空き家対策を行っております。なお、この案件につきましては取り組み継続中でござ

います。 

 １８節老朽危険空家等除却費補助金９９万５,０００円は、３年度からの新規補助

事業で、国庫補助事業を活用し、老朽化した危険な空き家の除却工事を行うものに対

し、補助対象経費の２分の１以内、５０万円を限度として助成するもので、８件の相

談があり、うち２件が該当し助成をしております。 

 次に、１４９ページをお願いいたします。７款４項２目公園費です。 

 前年度から５８０万５,０００円余減額の支出総額７,５７６万７,０００円余とな

っております。 

 この公園費は、主に公園で安全に快適に利用していただくための維持管理費であ

り、主な支出は、筑前ぽぽろをはじめとした公園維持管理費支出の１２節委託料５,

２０２万円余であり、公園費の主な減額要因としましては、１４節工事請負費が前年

度から８５５万２０００円余の減額となっております。これは、２年度に実施した筑

前ぽぽろのパークゴルフ場トイレ設置工事９１８万１,０００円余の減額によるもの

です。 

 次に、１５１ページをお願いいたします。 

 ７款５項１目住宅管理費です。 

 前年度から１,１７７万８,０００円余増額の、支出総額６,５６７万円余となって

おります。この住宅管理費は、主に町営住宅に係る維持管理費であり、主な増額要因

としまして、１４節工事請負費が前年度から１,６８１万２,０００円余の増額となっ

ています。これは、委託料にも計上しておりますけども、長寿命化計画を基に、町営

住宅、井出団地Ａ棟、新太刀洗団地Ｂ棟の屋根、外壁の老朽化による改修工事を、国

庫補助を活用し行ったことにより、増額となっているものです。 

 なお、１２節委託料の井出団地屋根改修工事設計業務委託料３２１万４,０００円

余は、３年度事業のＡ棟改修工事設計と、４年度工事計画の同じくＢ棟、Ｃ棟及び新

太刀洗団地Ａ棟の改修工事設計費用が含まれております。 

 また、２１節移転補償費３６万円は、老朽化した町営住宅居住者２世帯の篠隈団地

への移転費用となっております。 

 最後に、２０５ページをお願いいたします。 

 １０款２項５目公園災害復旧費です。 

 支出総額２３９万８,０００円で、３年８月の豪雨により被災した三箇山の花のふ

れあい広場の災害復旧工事をはじめ、全体で公園３か所の原形復旧工事を行っており

ます。 

 以上で決算書の説明を終わります。 

 次に、決算審査特別委員会資料で、令和３年度決算に係る主要施策の成果及び将来
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の課題について、主なことについてご説明申し上げます。資料の１２４ページをお願

いいたします。資料の順に係ごとにご説明申し上げます。 

 まず、都市計画係からです。 

 初めに決算書でもご説明しましたように、新型コロナウイルス地方創生臨時交付金

を活用し、都市公園の抗菌ベンチ更新工事ほかを行っております。 

 次に、先ほどご説明した以外の１２４ページの都市公園関連につきましては、筑前

ぽぽろをはじめとした公園の安心安全な憩いの空間の提供を図るために、遊具を含め

た公園の維持管理等について取り組みをしており、今後も継続的に適正な維持管理に

努めていく中で、６月議会の石橋議員からの一般質問で答弁しましたように、老朽化

及び新設備に伴う公園遊具更新等につきましては、インクルーシブ遊具導入を含めて

検討していく予定でございます。 

 木村博文委員から事前質疑がございました７７か所の公園のうち地域で管理して

いる公園は何か所かというお尋ねでございます。 

 ２８か所が町管理、残りの４９か所が地域に管理等をお願いしている公園であり、

ほとんどが県開発に伴うミニ公園となっております。 

 また、地域活動への参加者の減少や高齢化等で地域での管理が困難になっている、

今のままで適正な管理が続けていけるのかというお尋ねでございます。 

 まずは、これらの４９か所の公園につきましては、開発が行われる際に、地域の方

で維持管理をしていただく内容で町と覚書を取り交わしております。 

 近年では、公園内の樹木が大きくなり過ぎたなどを理由に、町で伐採を行った例は

ございますが、基本的には覚書を基に地域での管理を引き続きお願いしたいと現時点

では考えております。 

 委員が言われます地域活動への参加者減や高齢化という状況は推測できますが、全

ての公園管理を町で行うことになれば、大きな財源が新たに毎年必要となり、町財政

を圧迫してしまう要因の一つになりかねません。 

 話はずれるかもしれませんけども、災害からの視点で、災害はいつどこで発生する

か分かりません。自助・公助では限界があり、地域で協力し合い、自分たちの地域は

自分たちで守るという共助が大切であり、それには、地域のコミュニティを高めるこ

とが地域の安心安全の基盤をつくることにつながります。この一つに身近な公園を防

災機能として捉えることも大切な施策の一つと考えられることから、地域のコミュニ

ティ力向上の一環としても身近な公園を日頃から意識を高め、地域での維持管理に努

めていただきたいと思っております。 

 回答に値しないかもしれませんが、現時点では地域に引き続きお願いしたいという

ふうに考えております。説明したことを含めまして、公園の維持管理につきましては

研究していきたいということも考えております。 

 １２５ページをお願いいたします。 

 都市計画基礎調査業務につきましては、決算概要でご説明したとおり、法に基づき

県から委託を受けて行う都市計画基礎調査業務であり、本町としては、この調査を基

に８年度に予定しております本町マスタープラン等の見直し参考資料とするもので

ございます。 

 次に、窓口及び指導業務として１２５ページに記載しているとおりでございますの

で、ご確認いただければと思っております。近年、分譲住宅の開発や共同住宅建設が

増加傾向であり、引き続き適切な指導、協議を行っていきたいというふうに考えてお

ります。 

 次に、企業誘致関連事業につきましては、工業用地造成事業特別会計でご説明した

いと思いますので、今回は省かせていただきます。 
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 次に、１２６ページ、住宅政策係です。 

 町営住宅維持管理業務につきましては、定期的、突発的及び入居者の届等により修

繕を行っておりますが、住宅設備の経年劣化に伴い、毎年度１００件前後の修繕件数

となっております。 

 ３年度の工事を含む主な事業は決算でもご説明しましたので省かせていただきま

すが、今年度は、井手団地Ｂ棟、Ｃ棟及び新太刀洗団地Ａ棟の改修工事を行います。 

 また、公営住宅は、法の目的により低所得者に対して低廉な家賃で賃貸することで、

生活の安定と福祉の増進に寄与するものであり、近年建て替えました篠隈団地と東小

田団地について、段階的な減収補填として、１０年間、国から家賃低廉化事業の補助

金が交付されており、３年度は３１８万９,０００円が交付されております。 

 今後も、長寿命化計画を基に予防保全的な修繕や施設の耐久性の向上に資する改善

を継続的に取り組み、耐用年数を経過し老朽化している団地につきましては、当面、

維持管理を行い、耐用年数を経過し改善も困難な団地につきましては、入居者の理解

を得ながらほかの団地への移転を推進し、その後、用途廃止や集約建替の計画を検討

することにしていることからも、関係者等と継続して協議・検討していく予定でござ

います。 

 住宅使用料の賦課徴収業務につきましては、現年度分の収納額につきましては、前

年度から２６９万１,０００円余減額の７,３３６万円余となっております。収納率も

前年度から１.９４％減の９０.３５％となっております。滞納繰越分収納額は、前年

度から２８万円余増額の６０６万１,０００円余であり、収納率は前年度から０.４

１％増の１１.３６％となっております。滞納繰越分の収納率は増となっております

が、現年度分につきましては非常に厳しい状況となっていることからも、継続した取

り組みと併せ収納率向上対策を講じる必要があると考えておりますので、具体策を考

え、収納率改善に努めていきたいというふうに思っております。 

 河内委員から事前質疑がございました滞納繰越件数はというお尋ねにつきまして

は、人数で申し上げますと、令和４年３月末の滞納繰越分は７９人となっております。 

 次に、１２６ページから１２７ページまでの木造住宅耐震改修促進事業、ブロック

塀等撤去促進事業、老朽危険空家除却促進事業につきましては、それぞれに安心安全

を図る補助金交付要綱に基づき交付しておりますが、制度の周知啓発の継続した取り

組みに努めていきます。 

 なお、この３つの事業につきましては、１６４ページの町補助金、負担金の支出状

況調べにもありますので、ご確認いただければと思っております。 

 柳委員から事前質疑がございました老朽危険空家除却促進事業で、令和３年度から

補助対象事業になっているが、制度を知らずに除却された方の事後補助申請は可能か

というお尋ねでございます。 

 結論から申し上げますと、事後の補助申請はできません。補助申請の流れを説明す

る中で理由をお伝えしたいというふうに思っております。補助金の交付を受けようと

する方には、交付申請の前に町と事前協議を行っていただきます。次に、職員が実際

に空き家を調査し、老朽危険度判定基準による診断を行います。その診断の結果、評

点が１００点以上だった空き家、すなわち危険な空き家であることが分かった空き家

が対象となりまして、補助金を申請していただくという形になります。このことから

も、補助金の決定前に着手され既に除却された空き家については判断しようがござい

ませんので、対象にはならないという形でございますのでご理解いただきたいという

ふうに思います。 

 最後に、空家対策事業については、空き家相談等を受け、現地調査等を行い、空き

家の所有者に対し適正な管理対策の指導等を行い、併せて、県の無料相談、家活の紹
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介、空き家バンクの登録を促し、利活用の促進を行っております。 

 空き家バンクにつきましては、３年度は申請２件、うち１件が登録となり、売却契

約成立となっております。あとの１件につきましては、相続関係で整理がつかず、登

録には至っておりません。 

 近年の空き家相談や苦情で多いのは、空き家となった敷地内の庭木や草が繁茂し、

近隣周辺への環境悪化や通行の妨げとなっているなどが多くあり、空き家の所有者調

査から行い、空き家管理について適正に行っていただくよう、通知、連絡等、指導等

を行っているところでもございます。 

 また、今年度は空き家実態調査を行い、前回調査した平成２８年度からの経年変化

による現況調査、新たな空き家の調査等を行い、町内空き家状況の整理、判明した空

き家所有者に今後の利用予定等についてのアンケート調査を行う予定であり、今後の

空き家等対策の基礎資料、データ管理、維持管理啓発等、空き家に係る総合的な対策

を講じていく取り組みを行っていく考えであります。 

 木村博文委員からの事前質疑でございます、現在の空き家と危険家屋の件数はとい

うお尋ねでございます。 

 空き家の件数につきましては、直近の９月７日現在集計で３６２件となっておりま

す。 

 危険空き家の件数につきましては、危険空き家の定義が定かではございませんの

で、本町の空家等対策計画の中で建物不良度判定基準というものがあります。物理的

状況、維持管理の状態から見た各部位ごとの損傷度合いを点数化し、現況のままの利

用可能性という観点から、ＡからＤランクに分類して不良度判定を行っております。

この中で大規模な修繕や除却等が必要と見られるものがＤランクとなります。これを

危険空き家とした場合、平成２８年度調査では２０件ございます。 

 先ほどご説明しましたように、現在空き家実態調査を実施しておりますので、それ

を基に総合的な対策、取り組みを行っていく予定でもございます。 

 また、年間の目標処理数はというお尋ねについてでございます。老朽危険空家除却

促進事業に取り組むにあたっての目標数として捉えまして、１０件程度を目標と考え

ております。しかし、事前調査の結果対象外となることが多くございまして、昨年度

の交付実績は２件、今年度につきましては０件の状態でございます。広報９月号に掲

載したこともあり、お問い合せいただいている状況もございますので、継続して周知

啓発をはじめとして取り組みに努めてまいりたいというふうに思っております。 

 以上で都市計画課の説明を終わります。 

よろしくお願いいたします。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

 河内委員 

 河内委員  滞納繰越の件数が７９人ということでしたが、その中で特に悪質と思われる方はど

れぐらいいらっしゃるんでしょう。 

 委 員 長  都市計画課長 

都市計画課長  お答えいたします。 

 河内委員がお尋ねの特に悪質なというのがどの程度のものかというのは、状況がい

ろいろと判断材料で異なりますので、この時点では回答は控えさせていただきたいと

思います。 

 以上です。 

 委 員 長  柳委員 

 柳 委 員  空き家対策についてのご質問です。 

 空き家対策で、不明の空き家といいますか、そういうものの税務課への問い合わせ
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ですね。誰が持っているかという不明なものの問い合せをする場合に、法的根拠があ

るでしょうかというお尋ねです。というのが、山林の所有者の不明については、平成

２４年に法的根拠が示されて、課内で問い合せすることができるというふうになって

いるらしいんですけれども、空き家についてのそういう法的根拠が法令の中にあるか

どうかお尋ねしたいと思います。 

 委 員 長  都市計画課長 

都市計画課長  お答えいたします。 

 空き家等の所有者等に対する情報の利用等ということで、空家等対策の推進に関す

る特別措置法の中で定義がなされております。 

 以上です。 

 委 員 長  木村博文委員 

木村博文委員  今、空き家対策で大変いろいろ苦慮してあると思います。しかし、１０件程度の処

理数を目標としてやっていきたいということであれば、国県からの補助金なり、また、

国県との事業の連携とかあって、町独自でするのは、財源もどこから持ってくるかと

いうことから始まりますからちょっと難しいかもしれませんけども、でも、どうにか

しないとどんどん増えていくというのは多分感じてあると思います。そういった中

で、やはり町独自のモーションを起こすべきではないかなと思うんですけど、その辺

りをどう考えているかお願いします。 

 委 員 長  都市計画課長 

都市計画課長  お答えいたします。 

 空き家につきましては、現在、先ほど申しましたように空き家実態調査も行って、

２８年度からの傾向とかが今回明らかになってくるものだろうと思っております。 

 除却につきましては、町の別の対策を取ったらいいんじゃないかというお尋ねかと

思っておりますけども、現在の予算の範囲内でどこまでできるかというのは精査して

おりませんので、現時点では私の中では、町独自でそういった部分の除却をやってい

こうという考えは今のところございません。補助制度の中に照らし合わせながら取り

組みをやっていきたいと思っております。 

 ただ、空き家の対策に取り組むにあたりまして、除却の前に、やはり空き家になっ

た時点で早く所有者の方がご相談されれば、地理的条件からいきまして、貸すことが

できたりとか売却することができたりとか、ということが可能でございます。ですの

で、庭木とか草が繁茂する前に、空き家になるようなとき、空き家になってもちょっ

とした経過の中で、きれいな状況の中でご相談いただけるのが一番ベストだと。そう

いった形で相談できるようなことを周知啓発を行って、早い段階のなかで空き家バン

クなりに登録をして、賃貸なり先ほど申しましたように譲渡なり、そういった形に持

っていけるような取り組みをやっていきたいなというのがまず考えているところで

ございます。 

 以上です。 

 委 員 長  これで質疑を終わります。 

 以上で都市計画課を終わります。 

 委 員 長  続きまして、教育課の説明を求めます。 

 教育課長 

 教育課長  教育課でございます。教育課の決算、よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、教育課所管の決算の概要についてご説明を差し上げたいと思います。 

 まず、決算書の７９ページをご覧ください。 

 ２款１項３８目新型コロナウイルス地方創生費、支出済額２億６,３４４万円余の
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うち、教育課分につきましては１,９８５万３,０００円余でございます。 

 ８１ページをお開きください。 

 １４節工事請負費は、町内小中学校アクセスポイント設置工事に１,３３８万７,０

００円支出しております。アクセスポイント４０か所の工事でございます。 

 １７節備品購入費は、冷風機１８台、３７９万７,０００円余、学習用タブレット３

０台、１９５万８,０００円、乗用草刈機１台、７１万１,０００円余を支出しており

ます。 

 決算書９３ページをご覧ください。 

 ２款５項５目学校基本調査費、支出済額１万２,０００円余でございます。前年度

比１,０００円余の減でございます。毎年５月１日を基準日として行う統計調査でご

ざいまして、県の統計委託費を財源とした調査事務費でございます。 

 次に、１１１ページをご覧ください。 

 ３款２項１目児童福祉総務費、支出済額１億８５６万５,０００円余のうち、教育

課分が３２６万３,０００円余でございます。前年度比８５万円余の減でございます。 

 教育課の事務所があるこども未来館の維持管理に必要な費用として、１０節、それ

から１２節、１１３ページをご覧ください、この１３節の一部から教育課が支出して

いるものでございます。 

 次に、１５７ページをご覧ください。 

 ９款１項１目教育委員会費、支出済額２０５万円余でございます。前年度比２４万

４,０００円余の減となっております。教育委員の報酬や負担金が主な支出でござい

ます。２目事務局費、支出済額２億８,１９１万２,０００円余、前年度比３億２,６３

１万２,０００円余の減額となります。事務局費につきましては、会計年度任用職員

の報酬や、手当などの人件費に加え、各種事業等の委託料、委員等の謝金、また、学

校関連の負担金等を支出しております。 

 減額の主な要因でございますが、１６１ページをお願いします。 

 １４節工事請負費、前年度における６校のＬＥＤ工事費１億６万５,０００円余、

ＧＩＧＡスクール関連のネットワーク環境整備事業など１億３,１６５万６,０００

円余、その他、コロナ関係経費の減でございます。 

 次に、３目私立学校振興費でございます。支出済額１億２,３１５万８,０００円余、

前年度比１,００３万５,０００円余の増額となります。 

 子育てのための施設等利用給付交付金は、町内在住の３歳以上の園児に対し、世帯

の収入等にかかわらず、月額２万５,７００円を上限として保育料の補助を行うもの

でございます。 

 また、私立幼稚園５園に対しても補助金を交付したところでございます。 

 増額の主な要因は、１６３ページをご覧ください。 

 ２２節償還金利子及び割引料において、過年度子育てのための施設等利用給付交付

金返還金８０４万２,０００円余の増でございます。 

 次に、学校の支出について説明をいたします。各学校ごとに、目的によって１目学

校管理費、２目教育振興費に分けて支出をしております。 

 学校管理費におきましては、光熱水費、修繕料、工事等の学校の維持管理等のほか、

図書司書の報酬、学校管理業務委託料、給食調理業務委託料などを支出したところで

ございます。 

 教育振興費では、特別支援教育支援員の賃金、それから学校給食牛乳代負担金です

とか、図書購入費、教材費、要保護・準要保護児童生徒援助費などを支出したところ

でございます。 

 それでは、２項三並小学校費から説明をいたします。 
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 １目学校管理費、支出済額１,９２７万７,０００円余、前年度比３０５万９,００

０円余の減額となります。減額の主な要因は、前年度コロナ関係経費３０９万６,０

００円余の減でございます。 

 １６５ページをお願いします。 

 ２目教育振興費、支出済額４９５万２,０００円余でございます。前年度比２６９

万９,０００円余減額となります。減額の主な要因は、前年度、１０節需用費、教科書

改訂に伴う教科指導書・デジタル教科書２７７万７,０００円余の減が主な要因でご

ざいます。 

 次に、３項中牟田小学校費１目学校管理費、支出済額４,１０８万９,０００円余、

前年度比７２０万３,０００円余の減額となります。減額の主な要因は前年度コロナ

関係費７４３万８,０００円余の減でございます。 

 １６９ページをお願いいたします。 

 ２目教育振興費、支出済額１,２８１万７,０００円余でございます。前年度比１３

８万７,０００円余の減額となります。減額の主な要因は、前年度、１０節需用費、教

科書改訂に伴う教科指導書・デジタル教科書４２３万円余の減となったことが主な要

因でございます。 

 次に、４項東小田小学校費１目学校管理費、支出済額４,２７１万５,０００円余、

前年度比１,７１８万６,０００円余の減額となります。減額の主な要因でございます

が、前年度コロナ関係経費８０９万７,０００円余の減、及び、１７１ページをご覧く

ださい、１４節工事請負費、本年度の北側駐車場舗装工事、ＰＣルームフロアカーペ

ット改修工事などに６５６万円余を支出したものの、前年度プール日よけ設置工事が

１,７６０万円の減となったことによるものが主なものでございます。 

 次に、２目教育振興費、支出済額１,６７２万５,０００円余でございます。前年度

比２４１万８,０００円余の減となります。 

 １７３ページをご覧ください。 

 減額の主な要因は、１節報酬の会計年度任用職員が特別支援教育支援員の増員によ

り１３５万円余の増、１９節扶助費の要保護・準要保護児童生徒援助費が１２９万２,

０００円余の増額となったものの、前年度１０節需用費、教科書改訂に伴う教科指導

書・デジタル教科書５０６万１,０００円余の減となったことが主な要因でございま

す。 

 ５項三輪小学校費、１目学校管理費、支出済額８,９１６万５,０００円余、前年度

比２,２２７万２,０００円余の増額となります。増額の主な要因は、前年度、コロナ

関係経費が９７６万３,０００円余の減額となったものの、１７５ページをご覧くだ

さい、１４節工事請負費が、北側校舎建具改修工事２,０６８万円、屋外消火栓配水管

改修工事１,１２２万円、北側校舎裏駐車場舗装工事６３２万５,０００円など、３,

５５３万６,０００円余の増となったことが主な要因でございます。 

 ２目教育振興費、支出済額２,３７５万５,０００円余でございます。前年度比２８

０万９,０００円余の減となります。減の主な要因は、１節報酬の会計年度任用職員

が、看護師を事務局費から学校予算に移管いたしましたので、１６３万５,０００円

の増、１７７ページをご覧ください、１９節扶助費の要保護・準要保護児童生徒援助

費が１９９万円余の増額となったものの、前年度、１０節需用費、教科書改訂に伴う

教科指導書・デジタル教科書６３２万６,０００円余の減となったことが主な要因と

なっております。 

 ４目通級指導教室費、支出済額１３万８,０００円余でございます。前年度比２万

円余の減となります。言葉と情緒の２つの通級指導教室の運営に係る事務費でござい

ます。 
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 ６項夜須中学校費１目学校管理費、支出済額６,３６３万９,０００円余、前年度比

１億４,６０８万１,０００円余の減額となります。減額の主な要因は、前年度コロナ

関係経費４２０万３,０００円余の減、及び、１８１ページをご覧ください、体育館音

響設備改修工事４０１万５,０００円など８６０万８,０００円余を支出したものの、

前年度、トイレ改修工事１億３,４２２万４,０００円余などの減により１億３,８９

１万６,０００円余が減となったことが主な要因でございます。 

 ２目教育振興費、支出済額２,７４４万８,０００円余、前年度比６６４万２,００

０円余の増額となります。増額の主な要因は、１節報酬の会計年度任用職員費が、看

護師を事務局費から学校予算に移管したことなどにより２０５万９,０００円の増、

１０節需用費、教科書改訂に伴う教科指導書・デジタル教科書２８７万４,０００円

余の増となったことが主な要因でございます。 

 ７項三輪中学校費１目学校管理費、支出済額４,１７２万円余、前年度比３,０６１

万５,０００円余の減額となります。減額の主な要因は、前年度コロナ関係経費４０

２万３,０００円余の減、及び、１８３ページをご覧ください、１４節工事請負費にお

いて、本年度、ランチルーム屋根改修工事２５１万９,０００円、非常階段塗装工事１

５４万円を支出したものの、前年度、体育館卓球場壁改修工事９２４万１,０００円、

屋外トイレ改修工事１,７４９万円など、２,９２６万７,０００円余が減額となった

ことが主な要因でございます。 

 ２目教育振興費、支出済額２,３０９万４,０００円余、前年度比５６６万円余の増

額となります。増額の主な要因は、１８５ページをご覧ください、１０節需用費、教

科書改訂に伴う教科指導書・デジタル教科書２８７万８,０００円余の増、及び１９

節扶助費の要保護・準要保護児童生徒援助費が１１２万９,０００円余の増額となっ

たことが主な要因でございます。 

 続いて１９５ページをご覧ください。 

 ９項文化財保護費、１目文化財保護総務費は、文化財事務所及び収蔵倉庫等の管理

でございます。支出済額１,０７７万２,０００円余、前年度比５８６万５,０００円

の増額となります。増額の主な要因は、１９７ページをご覧ください、１２節委託費、

委託料の文化財事務所再建基本計画・基本設計業務委託料の増でございます。 

 ２目埋蔵文化財調査費、支出済額１７４万２,０００円余でございます。前年度比

５２万１,０００円余の減となります。開発行為に伴う試掘調査費を支出したところ

でございます。 

 ３目文化財補助事業費、支出済額２,６８９万３,０００円余、前年度比２３８万８,

０００円余の減額となります。報告書の刊行に伴う必要経費で、会計年度任用職員の

報酬が主なものでございます。令和３年度は、迫額遺跡及び梨子木遺跡の刊行に向け

て作業を行ったところでございます。迫額遺跡については令和４年度刊行の予定とし

ております。 

 ４目埋文調査受託事業費、支出済額３００万円、前年度比３００万円の増額となり

ます。前年度比は、前年度対象がございませんでしたので、今年度、改増となりまし

た。令和３年度は、慮木薮遺跡遺跡を発掘し、調査報告書を刊行いたしております。 

 以上で教育課関係の決算について説明を終わります。 

 続きまして、令和３年度の主要施策の成果と課題について説明をいたします。 

 主要施策の成果と課題について説明をします前に、資料の訂正のほうをお願いいた

します。 

 決算特別委員会資料１２８ページをご覧ください。 

 上から３段目、特別支援教育事務の「特別支援教室支援員」を「特別支援教育支援

員」に訂正をお願いします。 
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 また、「９名」になっていますものを「１１名」に訂正をお願いします。 

 また、「学級支援員」になっていますものを「学習支援員」に訂正をお願いいたしま

す。 

 １３０ページをお願いいたします。 

 １段目でございます。高等学校等奨学金貸与事業の累計貸与金額、これが「１,１２

９万８,０００円」になっておりますけれども、「１,９７９万５,０００円」に訂正を

お願いいたします。 

 また、この項目につきましては、令和２年度の記載に誤りがございました。大変申

し訳ございません。令和２年度の数値が１,９５２万５,０００円でございます。 

 また、１つ下の日本スポーツ振興センター災害給付事業でございますが、これにつ

きましても、大変申し訳ございません、令和２年度の数値に誤りがございます。令和

２年度の負傷疾病給付件数を「１３９件」としていたものを「４６４件」に訂正をお

願いいたします。 

 以上でございます。 

おわびをいたしまして、訂正のほどよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、資料の１２８ページをお開きください。それでは、説明に入ります。 

 学校教育におきまして、令和３年度教育施策に基づき、重点項目の推進計画を立て、

義務教育の推進を図ってまいりました。主な項目について説明をさせていただきたい

と思います。 

 まず、教育相談事業については、いじめの未然防止・早期発見、不登校の予防・早

期対応のために、いじめ・不登校等問題対策委員会の実施や、外部専門家による学校

支援を行っております。また、スクールカウンセラー、心の相談員、スクールソーシ

ャルワーカーを引き続き配置し、関係機関との情報の共有、連携に努めてまいります。 

 次に、特別支援教育事務についてでございます。特別支援学級が３年度は、小学校

に２１学級、中学校に８学級編制され、在籍する児童生徒に対して教育的ニーズに応

じた適切な指導と必要な支援を行っております。町単独で各学校に特別支援教育支援

員１１名と学習支援員２名、作業療法士１名を配置し、特別支援教育の充実を図るた

め学校と保護者に対する支援を行いました。 

 木村博文委員ご質問の特別支援を必要としている児童生徒数はというご質問でご

ざいますけれども、令和４年５月１日現在、児童数９７名、生徒数４１名でございま

して、令和元年５月１日現在の児童数６０名、生徒数２７名と比較をいたしますと、

増減率が、児童数６１.７％の増、生徒数５１.９％の増となります。支援員の確保が

できているのか、また、各校の支援に関わる職員定数は適数かというご質問でござい

ますけれども、特別支援学級につきましては定数として１名担任が配置をされます。

これにつきまして、しっかり確保してまいりたいというふうに考えております。支援

員の確保につきましては、支援員１１名、学習支援員２名を確保いたしております。

学校とも協議を進めながら、支援員の確保に努めてまいりたいというふうに考えてお

るところでございます。 

 次に、教職員研修事業についてでございます。先生たちの授業力の向上を目指し、

経験年数や職務内容、教育課題に応じた研修と研究を実施いたしております。 

 次に、小中学校教育に対する指導業務では、校内研修へ指導主事を派遣いたしまし

て授業改善の指導を行って、教員の人材育成を推進したところでございます。 

 １２９ページをご覧ください。 

 教育支援センター事業につきましては、不登校児童生徒の学校復帰を援助するため

の適応指導を目的として、通級制のセンターを教育委員会内に設置しております。今

年度は在籍する中学３年生３名が、高校へ進学することができておるところでござい
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ます。 

 次に、スクールソーシャルワーカー事業でございます。これにつきましては、学校

と家庭のパイプ役を果たし、問題を抱える子どもと家庭の生活環境の改善につなげる

ことができております。継続して支援してまいります。 

 次に、ＡＬＴ事業でございます。ＡＬＴ事業では、引き続き５名のＡＬＴを配置し、

生の英語に触れる機会を増やし、児童生徒の英語・外国語活動の充実と英語環境の整

備を図っております。 

 １３０ページをお願いします。 

 子育てのための施設等利用給付事業、私立幼稚園補助事業について、子育てのため

の施設等利用給付事業につきましては、町内在住の３歳以上の園児に対しまして、世

帯の収入等にかかわらず、月額２万５,７００円を上限に保育料の補助を行っており

ます。幼児教育に係る経済的負担の軽減を図ったところでございます。 

 また、私立幼稚園５園に対して補助も行っておるところでございます。 

 コミュニティ・スクール事業につきましては、地域に開かれた学校づくりの推進を

目指し、２４年度以降、町内全ての小中学校で取り組みまして、学校運営協議会によ

る学校運営について熟議がなされ、教育活動の支援が行われたところでございます。 

 次に、学校施設の維持管理に伴う改修工事については、各学校のプールスタート台

改修工事、三輪小学校屋内消火栓改修工事など、老朽化した施設の改修、改善に努め

ました。 

 専門家による定期的な点検が行われているかという木村博文委員のご質問でござ

いますけれども、現在学校では、法令上、昇降設備、防災設備の定期的な点検を行っ

ているところでございます。また、学校は、学校安全計画を毎年度作成いたしまして、

先生方による校舎の点検を行っているところでございます。木村博文委員のご質問

は、校舎の老朽化に対する専門家による定期的な点検ということだろうというふうに

考えておりますけれども、直近では令和２年度に財政課が行った個別施設計画で点検

を行っております。委員ご指摘のとおり、定期的な点検につきましては必要であると

いうふうに考えておるところでございます。 

 １３１ページをお願いいたします。 

 児童生徒の英語力強化事業につきましては、立命館アジア太平洋大学との交流が、

コロナウイルス感染症により中止となりました。また、引き続き、英検受検料の全額

補助を行ったところでございます。中３での英検３級取得につきましては、３年度は

目標５０％に対して、３３.１％の取得率でありました。筑前町英語スピーチコンテ

ストは、コロナウイルス感染症予防のため、ＤＶＤで録画したものにて実施をいたし

ております。英語で表現することの楽しさを体感させるとともに、総合的な能力の向

上を図ったところでございます。 

 いじめ問題等の解決に向けた外部専門家活用事業につきましては、専門的な見地か

ら、各学校の実態に応じた支援事業を実施することができました。 

 木村和彦委員の支援事業の内容と件数はとの質問でございますけれども、いじめ問

題に対する各学校での研修に講師として大学教授を派遣しております。回数につきま

しては各校１回というふうになっております。 

 次に、通級指導教室事業については、三輪小学校内に、平成２５年度にことばの教

室、２９年度には情緒の教室を開設いたしておりますけども、それぞれに専門の研修

を受けた教員を配置し、個別の支援を行うことができました。３年度５月現在で、こ

とばの教室２５名、情緒の教室２０人の在籍があったところでございます。 

 教育情報化推進事業については、教師用タブレット端末３０台、校務用ノートパソ

コン１１７台を購入いたしております。また、各校の無線ＬＡＮのアクセスポイント
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を４０か所追加しております。授業に有効に活用してまいりたいと思います。 

 １３２ページをお願いいたします。 

 埋蔵文化財調査事業については、開発予定地の事前協議を行い、必要に応じて試掘

調査を充実することにより、開発と文化財保護の調整を図ったところでございます。

３年度は年間４００件を超える問い合せや照会の対応を行ったところでございます。 

 文化財報告書作成事業については、国の補助事業により、迫額遺跡、梨子木遺跡、

小隈窯跡の整理作業を行ったところでございます。 

 埋蔵文化財受託事業については、慮木薮遺跡遺跡の調査を行い、報告書を刊行して

おります。 

 最後に、河内委員ご質問の城山古墳群調査についてでございますが、今後必要とな

る事業について課題として計上させていただいております。この事業については、昨

年から全く状況が変わっておりません。このため、記載事項を変更しなかったもので

ございます。ご理解のほどお願いをいたします。 

 また、木村博文委員のご質問について、いのちの授業につきましては、こども課回

答のとおり、回数はあがっておりませんけども、今後もいのちの授業は続けてまいり

ます。必要とあればタブレットも活用してまいりたいというふうに考えておるところ

でございます。 

 以上、教育課の説明でございます。終わります。 

よろしくお願いいたします。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

 河内委員 

 河内委員  資料の１２８ページ、上から５番目の就学援助事業です。これは昨年の委員会でも

指摘したんですが、具体的措置の中で、学校で必要な経費、給食費、学用品費の費は、

費用の費というふうに言っておりました。また、同じ「日」になっているのでどうし

てかなと思ってお尋ねします。 

 委 員 長  教育課長 

 教育課長  おわびして訂正をさせていただきます。来年度は訂正をさせていただきますので、

よろしくお願いいたします。 

 委 員 長  寺原委員 

 寺原委員  各小中学校の決算の中に、学力検査の手数料というのがあります。これは小学校６

年生と中学校３年生に実施ですよね。先日の全員協議会の中で、小中ともに算数・数

学に課題が見られるという報告がありました。それで、その課題を解決するために、

教育委員会から学校に対してどのような指導があったのか。それから、学校では子ど

もちに対して、この課題を解決するためにどのような手だてを取られたのか。４月で

すか、テストがあったのは。だからひょっとしたら１学期中にできていないのかもし

れませんけども、その辺の考えを教えていただきたいと思います。 

 委 員 長  教育課長 

 教育課長  お答えいたします。 

 全国学力テストにつきましては、分析として、Ａ層、Ｂ層、Ｃ層、Ｄ層、このよう

に階層が分かれます。うちの基本的な重点項目としては、Ｃ、Ｄ層を１つ上にあげて

いく、こういった方針をもって学力の向上を図っていく方針でございます。学校につ

きましては、その方針はもちろん教育委員会として伝えておりますので、学校につい

ては、そういうＣ、Ｄ層の子を特定して、その子に重点的に教えていくというような

対応をしているところでございます。 

 委 員 長  寺原委員 

 寺原委員  金額的に言いますと、全小中学校で約４４０万円ぐらいかかっています。お金だけ
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の問題ではもちろんないんですけども、具体的に課題を解決するという方向をきちん

と示していただきたいし、学校でも取り組んでいただければと思います。 

 一方で、点数を気にするあまりにいろんな弊害が出ているということも、筑前町が

ということじゃないですけども、ありますので、その辺、過重な負担が、教職員に対

してもあるいは子どもたちに対しても起こることがないよう、それもぜひ配慮をお願

いしたいと思います。 

よろしくお願いします。 

 委 員 長  石橋委員 

 石橋委員  資料１３１ページの教育情報化推進事業です。今、１人１台のタブレットを子ども

たちは持っているんですけれども、現状といたしまして、将来の課題のところで、授

業だけでなく突発的な臨時休業に備えるためにも、情報機器端末の活用や家庭での学

習環境支援まで広く取り組む必要があるということで、コロナ禍の状況で学校に行け

ない子どもさんたちが家でタブレット等で授業を受けたりしていると思うんですけ

れども、このほかに、子どもたちにタブレットに慣れさせるためにも、今からは授業

に少しでも慣れさせるために毎日タブレットを持ち帰らせるという考えはお持ちな

んでしょうか、お尋ねいたします。 

 委 員 長  教育課長 

 教育課長  お答えいたします。 

 今現在は、毎日持ち帰るという対応はしておりません。具体的に言いますと、コロ

ナで休みを取った子などに授業の現場を見せるというか、そういった対応をしており

ます。 

 それから、不登校などの子に対して授業を配信して、保健室でも見れるような対応

をしておるところでございます。 

 具体的に、毎日子どもたちには、毎朝ホームルームで必ず１回開けると。使えるよ

うな体制を整えると。収納庫に置くんじゃなくて、まず朝に必ず机の上に出してきて

電源を入れるというような対応を今しておるところでございます。毎日これを持ち帰

るということについては今後の課題かなというふうに考えておりますので、ご理解を

お願いしたいと思います。 

 委 員 長  石橋委員 

 石橋委員  私たち大人も、私もそうなんですけれども、パソコンも毎日使わないと指が衰えて

いくという状況ですので、１人１台のタブレットを有効に使っていただくためにも、

先生たちには本当に負担がかかると思いますけれども、しっかり取り組んでいただき

たいと思います。 

 以上です。 

 委 員 長  寺原委員 

 寺原委員  資料１２８ページの下から４番目の教職員安全衛生事業についてお尋ねをします。 

 この事業の中で成果のところに、「各学校の養護教諭と連携し」というのがありま

す。ちょっと私は事業の流れがよく分からないところがありましてお尋ねしています

けど、養護教諭のこの事業に対しての役割、どういう動きをされているのかをお尋ね

します。 

 委 員 長  教育課長 

 教育課長  お答えいたします。 

 養護教諭要員につきましては、子どもにもそうでありますけれども、やっぱりそう

いった目が利くといいますか、子どもに対しても先生に対しても、メンタルとかそう

いった状況が目につく職場におりますので、そちらの養護教諭と連携をしながら、ま

た、こういった件については、城山荘ですかね、そちらのほうに委託をしております
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けども、そちらのほうに行っていただいてメンタルの過重労働に対する取り扱いをし

ているところでございまして、その前段において、養護教諭が過重労働に関して先生

がメンタルを病んでいないかというところに目を光らせていただきたいというよう

なところで、そのように書いております。 

 委 員 長  寺原委員 

 寺原委員  将来の課題のところにメンタル面談については、この事業を利用しない人が多いと

いうようなことが書いてあります。それで、過重労働対策とか働き方改革については、

これは誰かということじゃなくて学校全体の問題ですので、むしろこの事業のメイン

はメンタルな面での救いの手を差し伸べるということが主じゃないかなと思うわけ

ですよ。しかし、この利用者があまりないということは、本当にこの事業は機能して

いるのかなというふうにも思うんですけども、その点についてはいかがでしょうか。 

 委 員 長  教育課長 

 教育課長  お答えいたします。 

 これは、毎年度、校長を通じて各学校に周知を進めているところでございますけれ

ども、なかなか過重労働に対するメンタルでの受診というか、相談にまでは至ってお

りません。実際には、違う病院というか、そういったところに受診をしながら、その

先生が個別で対応しているというのが現実でございまして、そういったところも踏ま

えて、今後も、そういった事業がありますよという周知をしっかり進めていきたいと

思います。 

 委 員 長  柳委員 

 柳 委 員  文化財について、３件質問させていただきます。 

 決算書のほうです。１９５ページに、金額的にはちょっと少ないんですけれども、

栗田八幡宮の大楠の管理委託料として５,０００円上がってますが、文化財として大

楠の管理をしていただいていると思うんですけれども、いわれを教えてください。 

 それから、発掘調査は３００万円ぐらいの執行しかしていないんですけれども、そ

の程度の調査しかしていないのかということと、それから文化財の報告書作成事業が

ありますけれども、僕、調べたいことがあるんですが、どこに行けばその報告書が読

まれるのか教えてください。 

 委 員 長  教育課長 

 教育課長  お答えいたします。 

 まず、栗田のいわれでございますけれども、江戸時代の書物に載っておるようでご

ざいます。それを町指定として指定をしていると。詳しい内容については後ほどお知

らせしたいと思いますけど、今ちょっと詳しいところが分かりませんので。 

 それから、２点目の３００万円でございます。３００万円につきましては、この金

額で済んだということです。使ってないということでございます。 

 それから、最後に文化財の報告書については、図書館及び文化財事務所のほうに用

意しておりますので、そちらのほうでご覧いただければと思います。 

 以上でございます。 

 （「３００万はどこなんですか」の声あり） 

 委 員 長  教育課長 

 教育課長  お答えいたします。 

 場所としては、カントリーの前だそうで、対象の面積というか、それがそう広くは

なかったということで３００万円で済んでいるというような内容です。 

 委 員 長  これで質疑を終わります。 

 以上で教育課を終わります。 

 休  憩  
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 委 員 長  ここで休憩をいたします。 

 ２時５５分、１４時５５分から再開します。 

（１４：４４） 

 再  開  

 委 員 長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（１４：５５） 

 委 員 長  先ほどの答弁の件で、教育課長から発言の申し出があっていますので、これを許可

します。 

 教育課長 

 教育課長  先ほどの柳委員からのご質問についての回答でございます。 

 松狭八幡宮の大楠についてでございます。これのいわれということでございますけ

れども、江戸時代の後期に福岡藩に貝原益軒というお医者さんがいらっしゃったそう

でございます。この方が筑前国続風土記を編さんされておって、その中に記載されて

いる樹木の１つということでございます。それを樹木の大きさが大きいことから、町

の天然記念物として指定をしておりまして、境内にありますので管理委託をしている

ということでございます。 

 以上でございます。 

 委 員 長  それでは、生涯学習課の説明を求めます。 

 生涯学習課長 

生涯学習課長  生涯学習課です。よろしくお願いします。 

 それでは、生涯学習課の決算及び主要施策の成果と課題についてご説明させていた

だきます。まずは、決算についてご説明いたします。 

 決算書８１ページをお願いします。 

 ２款１項３８目新型コロナウイルス地方創生費のうち、生涯学習課が対応した経費

について説明します。 

 １０節需用費の消耗品費の中で、新成人に記念品として配付した大刀洗平和記念館

チケット代２４万４,０００円及び町内いちご狩りチケット代１０２万６,０００円

を支出しております。また、印刷製本費のうち、成人式の記念品に係る封筒やポスタ

ー等の印刷費６万８,０００円余を支出しております。 

 続いて、１４節工事請負費のうち、三輪小学校体育館、柔剣道場トイレ改修工事費

６５万８,０００円余を支出しております。 

 続いて、１７節備品購入費の読書活動推進事業、動画編集機材としてノート型パソ

コン、デジタルカメラ、動画編集ソフト等の購入費３４万８,０００円余、また、図書

除菌機２台の購入費として２１３万４,０００円を支出しております。 

 少し飛びまして、決算書１８５ページをお願いします。 

 ９款８項１目社会教育総務費です。支出済額が１億４５５万円余でございます。主

な支出内容は、職員給与会計年度任用職員、社会教育委員の人件費等の義務的経費で

す。 

 決算書１８７ページをお願いします。 

 ７節報償費９０８万１,０００円余は、主に地域学校協働活動事業いわゆるアフタ

ースクール実施に伴う講師等への謝金です。 

 １８節負担金補助及び交付金９４万８,０００円は、ＰＴＡ、青少年育成町民会議

への補助金が主な支出でございます。なお、青少年育成町民会議への補助金につきま

しては、団体の予算の執行状況を精査の結果、コロナによる影響で活動実績や実施事

業が減ったことに伴い繰越金が過大とならないよう団体と協議を行い、令和２年度に

比べて補助額を減じております。 
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 続きまして、２目めくばーる学習館費です。支出済額２,７９５万６,０００円余で、

めくばーる学習館、町民ホール等の維持管理費用が主なものでございます。 

 １０節需用費１,００１万７,０００円余は、主に修繕料としてめくばーる学習館駐

車場の区画線の引き直しや誘導灯の修理等を実施しております。 

 また、光熱水費は、めくばーる全体の電気料及び上水道使用料等での支出です。 

 １２節委託料１,５３９万９,０００円余は、学習館等の施設管理及び保守点検等の

各種委託料です。 

 決算書、１８９ページをお願いします。 

 １４節工事請負費８８万円は、めくばーる南側の身障者用駐車場補修工事に要した

費用でございます。 

 続きまして、３目公民館費です。支出済額６９０万９,０００円余で、主な内容は、

各種報酬等の人件費及び１８節負担金補助及び交付金２７２万３,０００円につきま

しては、自治公民館等コミュニティ整備費補助金として、山隈区、大塚区、当所区、

依井区の公民館改修工事や、グラウンドの防球ネット張替工事等に対し補助金を交付

しております。 

 決算書１９１ページをお願いします。 

 ４目公民館支館費でございます。支出済額３１８万５,０００円余で、公民館支館

等の維持管理費用が主な支出内容です。 

 １０節需用費１１７万６,０００円余は、主に電気施設等の修理に係る修繕料及び

支館の電気料等に係る光熱水費が主な支出内容です。 

 １２節委託料１７２万６,０００円余は、公民館支館の施設管理及び保守点検等の

各種委託料です。 

 続きまして、５目コスモス図書館費は、支出済額４,５１３万６,０００円余で、コ

スモス図書館の運営に係る費用です。 

 １０節需用費２７７万５,０００円余は、主にコスモス図書館の雑誌、新聞等購入

の消耗品費でございます。 

 １２節委託料３,１１７万３,０００円余は、主にコスモス図書館運営業務委託料

で、令和２年度から令和６年度までの５年間の契約となっております。 

 １３節使用料及び賃借料４７０万４,０００円余は、主にコスモス図書館及び町内

小中学校６校分の図書システム使用料です。 

 １７節備品購入費６３９万７,０００円余は、図書資料、図書館に蔵書している書

籍やＤＶＤ等の映像資料の購入費です。 

 続きまして、６目めくばーる図書館費は支出済額４,２５２万９,０００円余で、め

くばーる図書館の運営に係る費用です。 

 決算書１９３ページをお願いします。１０節需用費２６５万８,０００円余は、主

にめくばーる図書館の雑誌、新聞等購入の消耗品費です。 

 １２節委託料３,３４３万５,０００円余は、主にめくばーる図書館運営業務委託を

はじめとする維持管理のための各種委託料です。 

 １７節備品購入費５６８万１,０００円余は、コスモスと同様に図書資料の購入費

です。 

 続きまして、決算書の１９５ページをお願いします。 

 ８目文化振興費は支出済額１,４２３万５,０００円余で、自主文化事業を開催する

ための費用等が主な支出内容です。 

 １２節委託料９８２万５,０００円余は、自主文化事業の委託料及びめくばーる町

民ホール、コスモスプラザふれあいホールの舞台・照明・音響などの保守点検及びオ

ペレーター業務の委託料です。 
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 １３節使用料及び賃借料２８７万９,０００円余は、めくばーるホールの調光操作

卓リース料が主な内容です。 

 １８節負担金補助及び交付金１２４万２,０００円は、文化協会への補助金です。 

 続きまして、少し飛びます、１９９ページをお願いします。 

 １０項保健体育費１目保健体育総務費につきましては、支出済額４０４万７,００

０円余で、各種スポーツ大会、指導者研修会、スポーツ推進委員会等経費や、体育協

会、スポーツ少年団への補助が主なものでございます。 

 １８節負担金補助及び交付金３１０万８,０００円余は、スポーツ少年団１７団体

への補助金、体育協会１３団体への補助金、そして全国規模の大会に出場した硬式野

球、水泳、空手、アイスホッケー、ソフトテニスの選手、計９名への補助等での支出

となっております。 

 なお、体育協会及びスポーツ少年団への補助につきましては、各団体の予算の執行

状況を精査の結果、コロナによる影響で活動実績や実施事業等が減ったことに伴い、

繰越金が過大とならないよう各団体と協議を行い、令和２年度に比べ補助額を減じて

おります。 

 続きまして、２目体育施設費につきましては、支出済額３,４２２万円余で、社会体

育施設の維持管理及び学校施設開放による夜間照明の光熱水費等が主な支出でござ

います。 

 １０節需用費６５１万５,０００円余は、町民グラウンド及び三輪小学校グラウン

ドの照明灯施設修理、農業者トレーニングセンター及び三輪グラウンドの駐車場区画

線補修、町民プールの底面補修等の修繕料、町内体育施設等の光熱水費が主な支出内

容です。 

 決算書２０１ページをお願いします。 

 １２節委託料２,２３０万９,０００円余は、多目的運動公園の管理業務委託、そし

て、町内の各体育施設の維持管理に必要な各種委託料等が主な支出でございます。 

 １４節工事請負費１２９万２,０００円余は、町民プールの飛び込み台撤去工事に

係る費用です。 

 １７節備品購入費５５万９,０００円余は、農業者トレーニングセンターの音響機

器、三輪小学校体育館管理人室のエアコン等の購入費用です。 

 ２１節補償補填及び賠償金６０万６,０００円余は、緊急事態宣言の発令に伴い、

急遽、町民プールの閉鎖を決定したことにより、採用時に示した任用期間終了前に任

用を中止することになったため、プール監視員１８名に対し、開園期間中の勤務実績

により補償を行ったものです。 

 以上が生涯学習課の決算の報告でございます。 

 続きまして、主要施策の成果及び将来の課題についてご説明いたします。 

 それでは、資料の１３３ページをお願いします。 

 １番目から３番目の項目は、各種体育施設の管理運営業務です。農業者トレーニン

グセンターについては、記載のとおり令和３年度に放送機器の購入をしております。 

 また、木村和彦委員から事前質疑のあった農業者トレーニングセンターをはじめ、

スポーツ施設の老朽化に対する対策ですが、町は、公共施設等個別施設計画を策定し

ており、施設に対する方針の検討時期や長寿命化改修時期を各施設ごとに予定をして

います。基本的にはこの計画に基づいて方針決定や改修等に取り組んでいきたいと考

えています。改修までの期間や計画に記載のないスポーツ施設等につきましては、職

員が各施設を巡回するとして劣化や破損を把握し、施設の機能を維持するため、状況

に応じて適切に修繕等を実施していきます。 

 一番下の項目です。青少年健全育成の一環としてスポーツ少年団１７団体、次のペ
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ージをお願いします、スポーツ振興の一環として、体育協会１３団体の活動及び全国

大会出場者９名に対して補助金を助成しているところでございます。 

 河内委員より事前質疑があっております体育協会の補助金の減額についてですが、

コロナにより従来の体育協会の活動が大幅に制限され、予定事業が中止や縮小になっ

た関係で支出も減少し、繰越金が過大になることが予測されたため、協会と協議を行

いまして補助額の変更申請を行ってもらい、減額をしたものです。 

 続きまして、自主文化事業ですが、マンスリーコンサートを３回開催し、５回がコ

ロナにより中止となっております。今後も感染防止策の徹底を継続し、企画の強化、

広報の強化等に取り組んでまいります。 

 次に、町民ホール、ふれあいホール舞台管理業務です。 

 この項目につきまして、河内委員より事前質疑があっておりますが、お答えの前に

資料の修正をお願いいたします。成果の欄で利用者、町民ホール１万５,８６６人と

あるのは、正しくは７,２６７人の誤りでございます。７,２６７人に修正をお願いい

たします。ホール利用者数にホワイエの利用者数を足し込んで集計したための誤りで

ございます。おわびして訂正をさせていただきます。申し訳ありませんでした。 

 それでは、河内委員より事前質疑があっている、ホールの利用者数が大幅に増加し

ている理由についてですが、町民ホールについては先ほど修正させていただいたとお

りです。ふれあいホールにつきましては、ホールがワクチン待機場所になったことに

よる利用者増となります。ほぼ１年を通してワクチン接種待機場として予約の申請及

び利用されていたため、記載しておりますふれあいホールの利用者数２万５,４０９

人のうち２万１,０００人がワクチン関連の利用者数となり、大幅な増加となってお

ります。 

 続きまして、１３５ページです。各種スポーツ大会開催事業です。 

 スポーツ推進委員と協力して、ファミリーバトミントン教室及び大会、秋と春の爽

やかウオーキングを開催することができましたが、ドッヂビー大会をはじめ多くのス

ポーツイベントがコロナにより中止となりました。 

 次に、多目的運動公園管理運営業務です。成果の欄に記載しております利用者数に

ついて、今年度より集計内訳を変更しております。昨年度までは、多目的運動公園の

野球場、多目的グラウンド、パークゴルフの３施設の合計利用者数を記載しておりま

したが、今年度より、先の３施設に加えて、こども広場、遊具のある広場のことです

が、この広場の推定利用者数も加えて他目的運動公園の利用者数として記載をしてい

ます。内訳を申し上げますと、３施設の利用者数が２万７,３８１名、こども広場の推

定利用者数が３万１,３２１名、合計で５万８,７０２名となります。一般的に多目的

公園の利用者数を尋ねられた場合には、３施設の利用者数とこども広場の推定利用者

数を足した数値を用いることが多いため今年度より内訳を変更したものですが、来年

度以降、分かりやすいように内訳と合計を併記していきたいと考えています。 

 続きまして、資料の１３６ページをお願いします。 

 成人式開催事業では、３２６人の新成人のうち２３４人の出席があり、新成人で構

成する実行委員会を中心に皆さんの門出をお祝いすることができました。新成人にい

ちご狩りのチケット及び大刀洗平和記念館の入場チケットを配布しております。引き

続き、魅力的な式典企画について努力してまいります。 

 次に、社会教育委員設置事業では、研究会へのオンライン参加や平和記念館での中

学生ボランティアガイドを実施し、「こどもの約束」普及の一環となりました。予定し

ていた子どものつどいへの参画は、コロナの影響で中止となっております。 

 次に、出前講座業務ですが、この事業は町職員が講師として地域に出向き、専門知

識を生かした講習などを行うものです。コロナによる中止等の影響により対応実績は
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４２件となっております。 

 続きまして、資料の１３７ページです。 

 次の１３８ページにかけまして、図書館に関する事業を掲載しております。 

 図書館については、令和３年度も新型コロナの影響で臨時閉館や利用制限を余儀な

くされた時期もございましたが、布絵本講座や、小学生を対象とした読書リーダー養

成講座、おはなし会等の各種イベントについては、感染防止策を徹底した上でできる

限り開催をしております。コロナという難しい状況の中、安心安全な図書館づくりの

一環として本の除菌機を導入しております。今後とも運営努力を続け、図書館利用の

促進、資料の充実等を図り、図書館ニーズの多様化に対応をしていきたいと考えてお

ります。 

 続きまして、資料の１３９ページをお願いします。 

 自治公民館等コミュニティ施設整備助成事業では、地域の公民館活動の充実を促進

するため、コミュニティ施設整備に係る経費の助成を行っております。令和３年度に

は、資料に記載の４行政区に対して助成を行いました。 

 続いて、青少年育成指導委員会業務については、コロナによる制約のある中ではあ

りましたが、各種会議の開催や青少年育成町民会議育成部会への参加等を通して、青

少年の健全育成に積極的に寄与をいただきました。 

 １４０ページをお願いします。 

 青少年育成町民会議事業です。コロナにより子どものつどいは中止となりました

が、代替事業として、町の子どもたちの様々な活動を取材し、動画を作成してユーチ

ューブでの配信を行いました。また、青少年の健全育成を図ることを目的に、６つの

専門部会により、コロナの合間をぬって、機関誌の発行、安全パトロール、親子のつ

どい、あいさつ運動、愛のメッセージ、ふぃ～るどｄｅチャレンジ、青少年ボランテ

ィアバンク等の取り組みを行いました。コロナ禍の中、部会員の皆様にはボランティ

アとして積極的また主体的にご活動、ご協力いただき、非常に感謝をしているところ

です。引き続き、青少年の健全育成のために、部会員の皆様と協力しながら活動を継

続していきます。 

 続いて、小学生体験活動事業です。 

 中学校入学前の６年生を対象に、交流や仲間づくりを目的とした事業で、従来は１

泊２日の事業として実施をしてまいりました。令和３年度は、コロナにより宿泊を伴

う全ての事業の中止が年度早々に決定したため、急遽、日帰りのプログラムに事業内

容を変更して参加者の募集を行いました。結果的にはコロナの再拡大により中止とな

りましたが、定員を上回る申し込みがあっております。 

 河内委員から事前質疑のあった定員を増やすことはできないのかということです

が、今年度以降の実施にあたっては、確実に安全に子どもさんをお預かりできる人数

等を再度精査し、対応職員を増員するなどしまして、なるべく多くの子どもたちの希

望に沿えるよう、定員を増やす方向で努力をしてまいります。 

 続きまして、資料の１４１ページをお願いします。生活改善事業です。 

 この取り組みにつきましては、「ムリ、ムダ、ミエのない生活」の実現ということ

で、大変すばらしい取り組みとなっておりますが、策定から年数が経過している上に

社会状況等の変化もあることから、令和３年度に公民館運営審議会において、要綱に

規定している香典や祝儀の額等の見直しを含め、協議を行ってもらいました。審議会

での一定の協議結果はいただいておりますが、さらに広く意見を聞き、協議・検討を

継続していきたいと思います。 

 続きまして、一番下の項目です。地域学校協働活動事業、通称アフタースクール事

業です。放課後の子どもたちの居場所づくりを目的とし、地域ボランティアの協力を
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得ながら、小学校アフタースクールを実施しております。コロナの影響で中牟田小学

校は１０月から１月までの開催に期間を短縮、三輪小学校は中止、東小田小学校は１

１月のみの実施、令和３年度から実施予定であった三並小学校はコロナの影響で準備

が遅れ、３年度中の実施には至っておりません。中学校はオンラインで、予定どおり

６月から２月に週２回実施しております。支援スタッフの確保と育成を行いながら、

地域と学校と協力して事業を継続していきます。 

 以上で生涯学習課の決算並びに主要施策の報告を終わらせていただきます。 

よろしくお願いします。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

 河内委員 

 河内委員  決算書の１９５、１９６ページです。１１節の役務費、ピアノ調律手数料なんです

けれども、公民館支館とかめくばーる学習館は１万３,２００円だったんですけれど

も、この３万７,４００円はどうして違うんでしょうか、お尋ねします。 

 委 員 長  生涯学習課長 

生涯学習課長  お答えいたします。 

 今ご質問のあったさきの２台につきましては、アップライト式のピアノとなってお

ります。この文化振興費に計上しておりますピアノ調律手数料は、グランドピアノ２

回分の調律手数料となります。 

 以上です。 

 委 員 長  山本久矢委員 

山本久矢委員  ピアノの調律代については河内委員が質問されたので省きます。 

 決算書の１８６ページ、社会教育委員報酬１８万９００円、これは何名分の社会教

育委員さんの報酬なんでしょうか。 

 委 員 長  生涯学習課長 

生涯学習課長  お答えします。 

 社会教育委員自体は１０名いらっしゃいますけれども、１名校長先生がいらっしゃ

って報酬は支払っておりませんので、９人分の報酬となります。 

 以上です。 

 委 員 長  これで質疑を終わります。 

 以上で、生涯学習課を終わります。 

 これで歳出を終わります。 

 委 員 長  続きまして、一般会計歳入の説明を求めます。 

 財政課長 

 財務課長  一般会計歳入についてご説明いたします。 

 歳入につきましては、決算の概要においても説明しておりますので、重複しないよ

う主なものを説明いたします。決算書の１ページ、２ページをお開きください。 

 説明に入ります前に、柳委員から事前質疑のありましたことについて回答させてい

ただきます。 

 １款１項町民税と２項固定資産税の収入未済額が１億５,０００万円以上ある要因

はとのご質問です。町民税と固定資産税の収入未済額は合計で１億５,４７７万４,０

００円余で、前年度と比較し１,２５５万３,０００円余減少しております。この収入

未済の理由としましては、税務課収納管理係を中心に預金差し押え等による滞納処

分、納税相談による分割納付など、滞納者対策に努めてまいりましたが、結果的に納

付がなされなかったことによるものでございます。 

 それでは、事項別明細書で説明に入りたいと思います。９ページです。 
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 ９ページの１款町税につきましては、税務課より説明があっておりますので、省略

させていただきます。 

 １１ページをお願いします。 

 ２款地方譲与税につきましては、収入済額１億５,４２９万６,０００円で、前年度

より２４６万円の増です。 

 ３款利子割交付金は１５９万３,０００円で、前年度より３９万円の減。 

 １３ページです。 

 ４款配当割交付金は１,６１４万６,０００円で、前年度より６１６万４,０００円

の増です。 

 ５款株式等譲渡所得割交付金は１,８８８万５,０００円で、前年度より５８４万

６,０００円の増。 

 ６款法人事業税交付金は３,３７０万９,０００円で、前年度より２,０６４万１,０

００円の増。 

 ７款地方消費税交付金は６億４,２４２万円で、前年度より５,６２７万３,０００

円の増です。 

 １５ページです。 

 ８款ゴルフ場利用税交付金は１,７４７万６,０００円余で、１６９万１,０００円

余の増。 

 ９款環境性能割交付金は１,８６７万２,０００円で、前年度より９万１,０００円

の増。 

 １０款国有提供施設等所在市町村助成交付金は１,６３７万９,０００円で、前年度

より５４万６,０００円の減です。 

 １７ページです。 

 １１款地方特例交付金は７,１９７万８,０００円で、前年度より３,０５９万５,０

００円の増。 

 １２款地方交付税は４０億８,６７９万７,０００円で、前年度より４億４６４万

１,０００円の増です。 

 １９ページです。 

 １３款交通安全対策特別交付金は５８７万２,０００円で、前年度より２１万８,０

００円の減。 

 １４款分担金及び負担金は、調定額１億７,５１７万６,０００円余に対し、収入済

額１億７,２５４万５,０００円余、収入未済額２６３万１,０００円余でございます。

収入未済額につきましては、１項１０目１節農業水産施設災害復旧費分担金、現年発

生分の未納１,０００円余、及び２１ページの２項３目１節児童福祉費負担金の保育

料の未納２６３万円余であります。 

 １５款使用料及び手数料は、調定額２億６,１７８万６,０００円余に対し、収入済

額２億６６６万円余、収入未済額は５,５１２万５,０００円余です。収入未済額につ

きましては、２３ページの１項７目２節町営住宅使用料の未納分となっております。 

 ２５ページです。 

 １６款国庫支出金収入済額２７億８,１４０万７,０００円余で、前年度より２１億

９,０４３万５,０００円余の減です。減額の主な要因は、２７ページの２項２目１節

総務費補助金の特別定額給付金給付事業費補助金の減によるものです。主なものにつ

いては、２５ページに戻っていただきまして、１項３目民生費国庫負担金の１節児童

手当負担金３億７,０９４万２,０００円余、２節児童福祉費負担金４億１,９２４万

４,０００円余で、このうちの１億３,２４０万４,０００円は、私立保育園２園の新

設及び大規模修繕の整備交付金です。 
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 ５節心身障害者保護費負担金３億９,６６２万４,０００円余。 

 ２７ページをお願いします。 

 １項４目衛生費国庫負担金の１節保健衛生費負担金１億９,３１１万６,０００円

余で、このうち１億８,７６４万円余は、新型コロナウイルスワクチン接種対策費負

担金です。 

 ２項２目総務費国庫補助金の１節総務費補助金２億６,１３１万円で、このうちの

２億４,７６４万１,０００円余は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付

金です。 

 ２項３目民生費国庫補助金の２節児童福祉費補助金５億９,２４８万円で、このう

ちの５億２,７９８万５,０００円は、子育て世帯への臨時特別給付金です。 

 ３節民生費補助金１億９,２８４万２,０００円余で、これは住民税非課税世帯等に

対する臨時特別給付金補助金です。 

 ４目衛生費国庫補助金の１節保健衛生費補助金１億９,５６６万４,０００円で、こ

のうちの１億９,１８３万３,０００円は、新型コロナウイルスワクチン接種確保事業

費補助金です。 

 ３１ページをお願いします。 

 １７款県支出金です。収入済額１１億６,４９５万１,０００円余で、前年度より１

億３,５５８万２,０００円余の減額です。主なものは、１項３目民生費県負担金の３

節児童福祉費負担金１億２,７３２万８,０００円余、５節心身障害者保護費負担金２

億１５１万７,０００円余、３５ページです、２項５目農林水産業費県補助金１節農

林水産業費補助金２億６,９８６万７,０００円余などでございます。 

 ３９ページをお願いします。 

 １８款財産収入は収入済額３,３２７万２,０００円余で、前年度より３,２０１万

７,０００円余の減額です。 

 １９款寄附金は、収入済額１億７,０４９万２,０００円余で、前年度より３,７２

４万７,０００円余の減額です。 

 ４２ページの備考に記載のふるさと応援寄附金の減少によるものです。 

 ２０款繰入金は収入済額２億６,９３５万３,０００円余で、前年度より３億２,１

０４万３,０００円の減額です。減額の主な要因は、２項１目公共施設等整備基金繰

入金が前年度より２億７,４７１万２,０００円余減額したことによるものです。 

 ４３ページです。 

 ２１款繰越金は収入済額３億３,７５１万６,０００円余です。 

 ２２款諸収入は、収入済額３億５７４万４,０００円余です。収入未済額が１５万

２,０００円となっております。これは、４５ページの３項４目専修学校等技能習得

奨励金貸付金収入の４万円、及び５目高等学校等奨学金貸付金収入の１１万２,００

０円によるものです。文書、電話等による督促を行ったものの、５月末までの納付が

なかったことによるものです。 

 ４９ページです。 

 ２３款町債につきましては、６億１,４６７万６,０００円の借り入れを行っており

ます。前年度より７,３０５万３,０００円の減額です。 

 以上で一般会計歳入の説明を終わります。 

 委 員 長  一般会計歳入の説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

 河内委員 

 河内委員  国庫支出金と県の支出金、もう一度数字を言っていただけますか。２５ページと３

１ページです。 

 委 員 長  河内委員、もう１回質問をよろしいですか。 
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 河内委員 

 河内委員  決算書の２５ページ及び３１ページの国庫支出金と県支出金の金額をもう一度、去

年の差額と併せてお尋ねします。 

 委 員 長  財政課長 

 財務課長  お答えいたします。 

 １６款国庫支出金２７億８,１４０万７,０００円余で、前年度より２１億９,０４

３万５,０００円余の減額です。そして３１ページ、県支出金収入済額１１億６,４９

５万１,０００円余に対しまして、前年度より１億３,５５８万２,０００円余の減額

です。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  資料のほうなんですけれども、資料の４ページ、普通会計の歳入決算の状況のとこ

ろの依存財源です。国庫支出金、歳入額が２７億８,１４０万７,０００円で合ってい

るんですけど、対前年度比の数字が２１億４,５４９万６,０００円と。こちらはです

ね。県支出金なんですけれども、県支出金の１１億６,４９５万で、こちらの表は１１

億６,９１１万６,０００円。昨年との差額もここに書かれている数字と違うのです

が、どうしてでしょうか。 

 休  憩  

 委 員 長  ここで暫時休憩をいたします。 

（１５：４１） 

 再  開  

 委 員 長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

（１５：５８） 

 委 員 長  財政課長 

 財務課長  河内委員からお尋ねのありました２点につきましては、詳細を調べまして後ほど回

答させていただきたいと思います。 

 散  会  

 委 員 長  令和３年度一般会計歳入歳出決算の審査の途中ではございますけども、本日はこれ

にて散会します。 

 明日は、午前１０時から会議を開きたいと思います。 

 ９時３０分までに議員控室にご集合ください。 

（１５：５９） 

 


